
長屋王家の経済基盤と荷札木簡

ば
と
考
え
て
い
る
。

析
し
、
家
産
経
済
の
特
質
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

1

封
戸
か
ら
の
輸
納
物

る
簡
略
な
記
載
様
式
や
送
り
先
記
載
な
ど
が
重
視
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ

長
屋
王
家
の
経
済
基
盤
に
つ
い
て
は
、
物
品
進
上
状
や
荷
札
な
ど
の
分
析
を

通
じ
て
、
御
田

・
御
蘭
な
ど
の
直
轄
地
、
あ
る
い
は
諸
国
の
封
戸
（
な
い
し
そ

の
前
身
形
態
）
な
ど
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
未
解
決
の
問
題
も

少
な
く
な
い
。
本
稿
で
は
荷
札
を
中
心
に
取
り
上
げ
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
特
徴

的
な
記
載
様
式
に
つ
い
て
、
二
条
大
路
木
簡
そ
の
他
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
分

一
方
貢
納
品
目
と
し
て
は
、
春
米
（
白
米
）
の
荷
札
に
注
目
し
て
、
そ
の
輸

納
過
程
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
、
他
の
貢
納
物
と
の
類
似
点
・
相
違
点
か
ら
、

当
時
の
貢
納
体
制
の
特
徴
に
つ
い
て
も
見
通
し
を
述
べ
て
み
た
い
。
す
な
わ
ち

春
米
な
ど
、
調
庸
と
は
異
な
る
税
目
の
収
取
の
特
質
が
、
長
屋
王
家
の
よ
う
な

家
産
制
的
な
収
取
主
体
の
下
で
よ
り
特
徴
的
な
形
で
表
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
、
荷
札
木
簡
論
と
し
て
も
限
ら
れ
た
部
面
で
は
あ
る
が
問
題
提
起
が
で
き
れ

は

じ

め

に

長
屋
王
家
の
経
済
基
盤
と
荷
札
木
簡

な
お
以
下
、
単
に
「
白
米
」
な
い
し
「
春
米
」
と
い
う
場
合
、
国
家
的
な
収

取
で
は
年
料
春
米
に
あ
た
る
も
の
で
、
庸
米

・
地
子
米
な
ど
と
は
区
別
さ
れ
る

米
を
さ
す
。

長
屋
王
家
の

「
封
戸
」
を
め
ぐ
っ
て

長
屋
王
家
木
簡
で
諸
国
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
荷
札
に
つ
い
て
、

(
1
)
 

と
の
関
係
で
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
場
合
、
国
郡
名
を
略
し
た
り
す

れ
ら
は
封
戸
と
す
る
決
定
的
な
論
拠
と
し
て
は
問
題
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

の
で
、
改
め
て
封
戸
と
荷
札
の
記
載
様
式
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

長
屋
王
家
の
荷
札
木
簡
に
「
封
戸
」
を
明
記
す
る
例
は
な
い
。
ま
た
、
調
庸

物
荷
札
、
特
に
調
塩
の
木
簡
は
、
国
名
か
ら
書
き
出
す
も
の
が
多
く
、
宮
出
土

の
も
の
と
殆
ど
様
式
上
見
分
け
が
つ
か
な
い
。
も
し
こ
の
点
を
封
戸
か
否
か
の

判
断
基
準
と
し
て
重
視
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
平
城
宮
か
ら
回
さ
れ
て
き
た
可
能

櫛

木

謙

一
般
に
封
戸

周
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別
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
わ
か
る
。

一方、

戸
白
米
」
と
明
記
す
る
例
が
あ
る
。

播
麻
国
多
可
郡
中
郷
封
戸
白
米
□

口
口
五
斗

・
播
磨
国
多
可
郡
蔓
田
郷
高

•
岡
戸
主
千
足
封
戸
白
米

・
播
麻
国
多
可
郡
中
郷
古
□

口

・
封
戸
白
口
五
斗

（
同
右
）

0
5
1
 

ま
た
、
二
条
大
路

S
D
五一

0
0
か
ら
は
、
「
伊
勢
国
天
平
八
年
（
七
三
六
）

封
戸
調
庸
帳
」
の
木
口
銘
が
記
さ
れ
た
軸
が
出
土
し
て
い
る

(
3
0
1
6
)
。
ま
た
、

こ
れ
を
入
れ
た
と
思
わ
れ
る
「
伊
勢
国
少
目
大
倭
生
羽
進
上
」
等
の
墨
書
が
あ

(
3
)
 

る
箱
の
蓋
も
出
土
し
て
お
り

(24ー

23)
、
そ
こ
に
二
次
的
に
記
さ
れ
た
墨
書
に
、

藤
原
麻
呂
家
に
勤
務
し
て
い
た
こ
と
が
確
実
な
阿
刀
飯
主
の
名
が
み
え
る
こ
と

(
4
)
 

か
ら
、
藤
原
麻
呂
家
に
送
ら
れ
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
公

戸
に
つ
い
て
は
一
般
に
「
調
帳
」
と
「
庸
帳
」
に
分
か
れ
る
が
、
こ
の
場
合
は

両
者
を
一
括
し
て
一
巻
に
成
巻
さ
れ
て
お
り
、
収
納
先
ご
と
に
作
成
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
軸
銘
か
ら
、
封
戸
の
調
庸
が
白
米
等
と
は
文
書
上
区

〔

播

磨

国

ヵ

]

〔

高

ヵ

〕

口
□

□

多
可
郡
中
郷

□

田
封
戸
白
米

た
い
。

(
3
0
_
7
)
 0
3
9
 

(24129) 0
3
1
 

(
2
)
 

(22137) 
0
3
3
 

性
が
高
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
に
考
え
に
く
い
こ
と
は
後
に
述
べ

二
条
大
路
木
簡
に
は
次
に
掲
げ
る
よ
う
に
、
播
磨
国
多
可
郡
の
「
封

〔
そ
の
他
〕

「
右
大
殿
」

…
…

「
御
物
海
藻
」

(24129)

〔
平
城
京
二
条
大
路
〕

「
宮
内
」

…
…

「米」

(27ー

20)

「
右
殿
」
…
…
米
？
（
2
1
1
9
3
2
2
5
1
2
9
)

「右
大
殿
」
…
…

「
御
物
俵
」

(21ー

34)

「
氷
高
親
王
宮
」

…
…

「
春
税
」

(21132)

「
北
」
と
の
み
記
す
が
、

北
宮
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

〔
長
屋
王
家
〕

「
長
屋
皇
宮
」

…
…
「
俵
」
（
「
平
城
京
木
簡
』

1
,
7
7
.
78
号
。
以
下
京
77
.
78

「
長
屋
皇
子
宮
」

…
…

「
交
易
（
塩
）
」
「
御
交
易
口
」
「
御
口
」

(25_22)

「
北
宮
」
…
…

「
俵
」
（
京
15
、
21935
、
23_14)
、
「
御
物
俵
」
（
京
14
、
231

14)
、
「
交
易
（
樹
）
」
（
23_14
）
、
「
阿
知
贄
」
（
23_14
）
、
「
贄
鹿
薦
」

445)
、
「
贄
切
海
藻
」

*
(
2
1
133)
、
「
御
塩
」

(23_14
、
27
121)

※
＊
は

＊

（京

「
長
屋
親
王
宮
」

…
…

「
鮪
大
贄
」

(21135)

の
よ
う
に
略
す
）

外
に
つ
い
て
も
参
考
ま
で
に
掲
げ
て
お
く
。

へ
の
納
入
物
と
異
な
る
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
が
、
送
り
先
記
載
の
あ
る
木
簡
の

長
屋
王
家
の
荷
札
木
簡
に
特
徴
的
な
送
り
先
記
載
に
つ
い
て
、
こ
れ
も
国
庫

税
目

・
物
品
名
を
、
送
り
先
別
に
挙
げ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
長
屋
王
家
以

2
 
送
り
先
記
載
の
問
題
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長屋王家の経済基盤と荷札木簡

特
徴
を
有
す
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

北
宮
御
塩
綾
郡
矢
田
部
法
志
三
斗

〔
矢
田
部
法
ヵ
〕

北
宮
御
塩
綾
郡

□

口
□

口
志
三
斗

〔
ニ
ヵ
〕

北
宮
御
塩
綾
郡
生
王
部
□

口
斗

〔
綾
ヵ
〕

北
宮
御
塩
口
郡
海
部

nLJ

（
同
右
）
0
3
1
 

（
同
右
）
0
3
1
 

こ
の
「
御
塩
」
の
性
格
で
あ
る
が
、
結
論
か
ら
い
え
ば
調
と
考
え
る
。
郡
に

続
け
て
個
人
名
を
記
す
点
が
調
と
し
て
は
異
例
で
あ
る
が
、
こ
の
点
か
ら
む
し

ろ
調
塩
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
平
城
宮
出
上
の
讃
岐

国
阿
野
（
綾
）
郡
か
ら
の
調
塩
の
木
簡
は
、
次
に
挙
げ
る
よ
う
に
、
先
の
長
屋

王
家
の
も
の
と
同
様
、
郡
名
に
直
接
続
け
て
個
人
名
を
記
す
と
い
う
共
通
し
た

(27_21) 
0
3
1
 

(
23_14) 
0
3
1
 

以
上
、
長
屋
王
家
以
外
も
含
め
て
、
送
り
先
を
記
す
も
の
は
、
贄
、
交
易
物
、

「
左
太
臣
」
…
…
「
官
交
（
易
）
」
米
？
（
東
二
坊
坊
間
路
西
側
溝
「
藤
原
麻
呂

「
紫
微
中
台
」

…
…

「
醤
」
（
宮
内
幹
線
排
水
路
S
D
二
七
0
0
、
「
平
城
宮
木

(
5
)
 

簡』

2
拿
、
以
下
宮
2
，
虞
の
よ
う
に
略
す
）

「
官
厨
」

…
…
「
米
」
（
『長
岡
京
木
簡
」
2
，澤）

「
大
伴
殿
」
…
…

「
春
米
」
（
長
登
銅
山
跡
、

『木
簡
研
究
」
199195
頁
）
※
文
書

春
米
の
一
二
種
が
多
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
意
味
に
つ
い
て
は
後
に
考
え
る

こ
と
に
す
る
が
、
こ
こ
で
は
北
宮
を
送
り
先
と
す
る
次
の
讃
岐
国
綾
郡
の
「
御

讃
岐
国
阿
夜
郡
生
壬
部
伊
奴
二
斗

（宮
3
寧）

Oll 

調
の
荷
札
で
里
名
を
略
す
も
の
は
少
な
く
、
阿
野
（
綾
）
郡
の
例
は
や
や
特

異
な
部
類
に
属
す
る
。
こ
れ
は
郡
ご
と
の
調
荷
札
の
記
載
様
式
の
特
徴
を
踏
襲

(
6
)
 

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
長
屋
王
家
の
讃
岐
国
綾
郡
の
「
御
塩
」
も
調
塩
で
あ

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
、
綾
郡
の
御
塩
は
、
「
調
」

と
明
記
し
て
い
な
い
点
に
問
題
が
残
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
長
屋
王
家
木
簡
に

次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
の
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

戸
主
犬
甘
直
得
万
呂
戸
ロ

同
君
麻
呂
御
海
松
廿
斤

志
摩
国
志
摩
郡
道
後
里

（宮
1,330)
0
3
2
 

（
同
右
）
0
3
3
 

す
な
わ
ち
、
同
じ
く
志
摩
国
の
海
松
の
荷
札
で
あ
る
が
、
傍
線
を
付
し
た
よ

う
に
、
い
に
は
「
調
海
松
」
、
間
に
は
「
御
海
松
」
と
あ
る
。
両
者
の
記
載
様

式
の
類
以
か
ら
閲
も
調
と
み
て
間
違
い
な
か
ろ
う
。

要
す
る
に
、
長
屋
王
家
の
調
塩
荷
札
の
中
で
は
、
北
宮
の
よ
う
な
送
り
先
を

記
す
も
の
は
例
外
的
で
あ
る
が
、
先
の
綾
郡
の
事
例
か
ら
考
え
れ
ば
、
送
り
先

記
載
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
木
簡
の
記
載
様
式
の
郡
や
国
（
ま
た
品
目
）
ご
と

の
共
通
性
が
顕
著
で
あ
り
、
そ
れ
は
公
戸

・
封
戸
を
通
じ
て
み
ら
れ
る
の
で
あ

(h) 

「
口
酢
」

塩
」
に
注
目
し
た
い
。

同
文
師
調
海
松
六
斤

nLJ

和
銅
七
年
四
月
十
日

囚
・
志
摩
国
嶋
郡
舟
越
里
戸
主
嶋
直
津
得
戸
口

木
簡
か
。

邸
」
東
側
、

23120)

(
2
1
1
3
0
.
2
5
_
2
8
)
 0
3
3
 

四
年
調
塩

〔
斗
ヵ
〕

讃
岐
国
阿
野
郡
日
下
部
犬
万
呂
―
―
―
□
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か
ろ
う
か
。

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
逆
に
、
送
り
先
記
載
の
な
い
も
の
も
封
戸
か
ら
の
輸
納
物

と
す
る
判
断
が
可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
、
多
数
み
ら
れ
る
周
防
国
か
ら
の
調
塩

(
7
)
 

の
荷
札
は
、
宮
内
か
ら
出
土
す
る
も
の
と
記
載
様
式
が
似
る
が
、
こ
れ
は
周
防

国
調
塩
木
簡
の
記
載
様
式
の
共
通
性
に
由
来
す
る
の
で
あ
っ
て
、
少
な
く
と
も

そ
の
こ
と
を
も
っ
て
封
戸
の
塩
で
な
い
根
拠
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
比
較
的
整
っ
た
書
式
か
簡
略
な
書
式
か
は
、
封
戸

か
ら
の
収
取
か
否
か
の
違
い
を
表
し
て
い
る
と
は
必
ず
し
も
い
え
ず
、
国
や
郡

ご
と
の
個
性
で
あ
る
と
共
に
、
調
庸
か
否
か
の
差
も
表
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
推
測
さ
れ
る
。
後
者
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
別
の
視
点
か
ら
も
問
題
に
し

た
い
が
、
結
論
を
先
回
り
し
て
い
え
ば
、
調
庸
は
他
の
貢
進
物
と
比
較
す
る
と
、

よ
り
律
令
制
的
な
個
別
人
身
支
配
の
理
念
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
側
面
が
強
く

表
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
封
戸
の
収
取
に
も
及
ん
で
い
た
と
み
ら
れ
る
の
で
は
な

一
方、

春
米
や
贄、

交
易
物
な
ど
に
共
通
す
る
特
色
と
し
て
、
先
に
も
述
べ

た
よ
う
に
送
り
先
を
記
す
意
識
が
調
庸
に
比
較
す
れ
ば
よ
り
強
く
表
れ
て
い
る

と
み
ら
れ
る
。
中
西
康
裕
氏
は
、
交
易
雑
物
に
つ
い
て
、
天
平
期
の
正
税
帳
や

木
簡
な
ど
の
送
り
先
記
載
な
ど
を
根
拠
に
、
国
術
段
階
で
京
進
後
の
配
分
先
が

(
8
)
 

既
に
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。
こ
れ
に
な
ら
っ
て
い
え
ば
、

長
屋
王
家
の
場
合
、
郡
レ
ベ
ル
で
も
送
り
先
が
意
識
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
考

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
郡
レ
ベ
ル
の
相
対
的
な
璽
要
性
は
後
述
し
た
い
）
。
そ
れ
で

は
こ
の
よ
う
な
貢
納
物
を
め
ぐ
る
収
取
関
係
は
ど
の
よ
う
に
復
元
で
き
る
で
あ

戸
主
鴨
部
口
戸
口
山
君

松
原
駅
少
君
調
塩
口
斗

天
平
八
年
十
月

・
江
沼
郡
潮
津
駅
人
神
人

•

石
末
呂

一
石

・
武
蔵
国
策
輩
郡
宅
口
駅
菱
子

一
斗
五
升

一
方
、

二
条
大
路
木
簡
に
は
、
次
の
よ
う
に
駅
戸
か
ら
調
塩
が
送
ら
れ
て
き

•

紀
伊
国
安
諦
郡
駅
戸
桑
原
史
馬
甘
戸
同
廣
足
調
塩

三
斗

天
平
四
年
十
月

て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
が
あ
る
。

•

四
沼
郡
口
…
…

駅
子
神
人

〔
良
ヵ
]

•

久
治
口

…
…

□

霊
亀
三
年
十
月

〔
南
ヵ
〕

阿
波
国
那
賀
郡
駅
子
□

nLJ

る
。

封
戸
の
米
の
性
格
と
「
税
」

長
屋
王
家
の
荷
札
木
簡
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
封
戸
か
ら
の
輸
納
物
に
付
け
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
を
述
べ
た
が
、
そ
う
考
え
る
に
は
障
害
と
な
る
点
も

あ
る
。
そ
の
一
っ
は
、
次
の
よ
う
な
駅
（
子
）
か
ら
の
輸
納
を
示
す
荷
札
で
あ

(
1
)
駅
子
の
荷
札
木
簡

3
 

ろ
う
か
。
以
下
こ
の
点
を
多
面
的
に
追
究
し
て
み
た
い
。

(31_28) 0
3
3
 

(24
1
30
)
 03
2
 

(27
_
20
)
 05
1
 

(21934) 
0
3
1
 

（
京
6
8
)
0
3
2
 

(21
1
31) 
0
5
1
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(
2
)
畿
内
の
封
戸
白
米
と
女
性

・
春
人

白
米
と
同
様
の
側
面
を
有
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

封
戸
は
課
戸
を
あ
て
（
養
老
賦
役
令
封
一
戸
条
）
、
兵
士
等
は
点
ぜ
ら
れ
な
い
こ

封
戸
か
ら
駅
子

(11
兵
士
と
同
じ
係
役
免
）
を
差
点
す
る
こ
と
や
、
逆
に
駅
戸
を

(
9
)
 

封
戸
に
あ
て
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、

二
条
大
路
木

簡
の
駅
戸
の
も
の
と
思
わ
れ
る
調
塩
の
木
簡
は
、
封
物
に
付
け
ら
れ
た
も
の
で

そ
れ
で
は
長
屋
王
家
木
簡
の
米
や
菱
の
荷
札
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は

二
条
大
路
木
簡
の
調
と
同
様
に
は
扱
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
米
の
場

合
、
必
ず
し
も
封
戸
の
民
の
口
分
田
等
か
ら
田
租
が
そ
の
ま
ま
春
か
れ
た
と
考

え
る
必
要
は
な
い
。
諸
国
に
置
か
れ
た
長
屋
王
家
の
稲
の
出
挙
を
受
け
た
駅
戸

そ
れ
で
は
駅
か
ら
の
輸
納
物
と
し
て
、
「
菱
子
」
が
み
え
る
こ
と
は
ど
う
で

あ
ろ
う
か
。
菱
子
は
延
喜
大
膳
式
に
諸
国
貢
進
菓
子
と
し
て
み
え
る
が
（
但
し

丹
波
国
）
、
長
屋
王
家
の
場
合
は
、
そ
の
具
体
的
な
調
達
方
法
と
し
て
、
税
稲

を
財
源
と
し
た
採
取
や
交
易
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
採
取

・
交
易
等
に
何
ら
か

の
形
で
駅
戸
が
関
与
し
て
い
た
こ
と
を
想
定
し
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
駅

(10) 

戸
の
関
与
の
し
か
た
に
つ
い
て
は
な
お
検
討
を
要
す
る
が
、
財
源
に
つ
い
て
は

畿
内
は
庸
が
免
除
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
こ
に
封
戸
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
は

駅
子
と
同
じ
問
題
を
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
事
実
こ
れ
ま
で
、
神
戸
な
ど
の
特

殊
例
を
除
き
、

一
般
に
畿
内
に
お
け
る
封
戸
の
存
在
に
は
否
定
的
で
あ
っ
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
八
世
紀
前
期
に
畿
内
に
も
封
戸
が
設
定
さ
れ
て
い

た
こ
と
は
、
次
の

二
条
大
路
木
簡
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。

〔
大
倭
国
平
ヵ
〕

•

ロ
ロ
ロ
□
群
郡
中
郷
牧
野
里

〔
下
ヵ
〕

.n
L
J口
麻
呂
口
日
口
部
稲
女
封
戸
白
米
五
斗

し
た
が
っ
て
、
長
屋
王
家
木
簡
に
多
数
存
在
す
る
畿
内
か
ら
の
米
の
荷
札
に

つ
い
て
も
、
少
な
く
と
も
畿
内
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
封
戸
に
関
す
る
も
の
で

と
こ
ろ
で
、

二
条
大
路
木
簡
の
大
和
国
の
白
米
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
の
女

性
に
班
給
さ
れ
た
口
分
田
の
田
租
分
と
す
れ
ば
多
す
ぎ
、

い
て
出
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
こ
と
に
関
連

し
て
、
春
米
荷
札
に
記
さ
れ
た
個
人
名
の
性
格
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
女

性
名
を
記
す
春
米
木
簡
は
、
先
の
大
和
国
の
封
戸
白
米
の
ほ
か
、
次
に
挙
げ
る

□

i
い
が
あ
る
。
ま
た
男
性
名
を
含
め
て
「
春
（
人
）
」
を
明
記
す
る
も
の
も
少

な
か
ら
ず
存
在
す
る
こ
と
は
、
①
ー
い
に
み
る
と
お
り
で
あ
る
（
但
し
こ
れ
ら

の
中
に
は
諸
国
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
荷
札
で
な
い
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ

〔
長
屋
王
家
〕

い
・
和
銅
―
―一年
四
月
十
日
阿
刀

・
部
志
祁
太
女
春
米

《
女
性
名
を
記
す
春
米
木
簡
》

る
が

一
応
す
べ
て
掲
げ
て
お
い
た
）
。

人
が
返
納
時
に
出
し
た
春
米
と
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

あ
る
可
能
性
を
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

な
い
可
能
性
が
高
い
こ
と
に
な
る
。

と
（
同
条
集
解
所
引
慶
雲
―
一
年
〔
七
0
五〕

一
月
四
日
格
）
な
ど
か
ら
考
え
て
、

（
京
1
7
)
0
3
2
 

田
租
を
そ
の
ま
ま
春

(31_23) 
0
5
9
 

275 



¥

J

 h
 

、
_
‘〔
飛
烏
池
〕

俵
一
石
「
上
俵
」

〔
春
人
夫
ヵ
〕

口
里

□

口
口
煎

国

・
守
部
連
安
麻
呂
春
北
宮

※
春
米
で
な
い
可
能
性
も
あ
る
。

(27_21)
0
3
2
 

(21935) 
0
3
1
 

羽
咋
直
嶋

田

・
長
屋
皇
宮
俵
一
石
春
人
夫

(11) 

（京
77)
0
5
1
 

〔
長
屋
王
家
〕

《
春
人
記
載
木
簡
》

〔
三
月
ヵ
吉
日
ヵ
＝
小
ヵ
＝
次
ヵ
〕

延
暦
八
年
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
女

（
『
長
岡
京
木
簡
」
1
,
8
1
)
05
9
 

〔
平
城
京
二
条
大
路
〕

天
平
九
年
四
月
五
日

〔
平
城
宮
内
道
路
南
側
溝

S
D
-
―
六

0
0
〕

い
中
村
郷
戸
主
丸
部
今
赤
戸
口
真
魚
女
米
五
斗

〔
長
岡
京
太
政
官
厨
家
〕

〔

川

内

ヵ

〕

〔

米

ヵ

序

斗

ヵ

〕

い

・
富
樫
郷
戸
主
丸
部
諸
上
戸
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
白
□

ロ
ロ

(32_13) 
0
8
1
 

(22940) 
0
3
3
 

納

・
蓄
積
さ
れ
た
古
稲
を
出
し
て
き
て
春
か
せ
る
場
合
と
、
稲
を
出
挙
し
て
返

・
矢
田
部
首
万
呂

木
簡
に
記
す
女
性
名
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
女
性
労
働
と
し
て
の
春
米
作
業

(13) 

と
の
関
係
で
考
察
さ
れ
て
い
る
。
男
性
名
の
「
春
（
入
）
」
も
含
め
て
考
え
れ
ば
、

春
米
に
携
わ
っ
た
者
と
し
て
記
載
さ
れ
た
こ
と
は

一
応
首
肯
し
う
る
。
し
か
し
、

も
う
少
し
異
な
っ
た
視
角
か
ら
考
え
る
余
地
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
特
に
女
性

名
や
春
人
記
載
の
な
い
他
の
多
数
の
春
米
荷
札
に
み
え
る
個
人
名
も
含
み
こ
ん

春
米
木
簡
に
み
ら
れ
る
個
人
名
を
考
え
る
場
合
参
考
に
な
る
の
は
、
以
前
に

も
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
年
料
春
米
輸
納
に
関
す
る
『
類
緊
―
―
一
代
格
」
延
暦

(14) 

1
0
月
ニ

―
日
官
符
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

納
時
に
米
の
形
で
出
さ
せ
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
春
米
荷
札
の
個

人
名
に
つ
い
て
は
、
官
符
で
い
う
二
つ
の
ケ
ー
ス
の
う
ち
、
前
者
の
米
を
春
い

た
者
と
の
想
定
も
可
能
で
あ
る
が
、
あ
る
い
は
後
者
の
出
挙
を
受
け
た
者
の
米

に
よ
る
返
納
の
場
合
も
あ
り
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
特
に
（
国

・
郡
）
里

名
を
記
す
女
性
名
の
春
米
荷
札
は
そ
の
よ
う
に
考
え
る
方
が
よ
い
よ
う
に
思
わ

一
五
年
（
七
九
六
）

一
度
収

で
解
釈
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

稲
春

身
人
部
妹
女

い

・
坂
合
郷
春
米
一
石

(
2
9
,
9
)
 0
3
9
 

m
•

海
部
郷
京
上
赤
春
米
五
斗

万
斗

〔
平
城
宮
造
酒
司
〕

閲

・
名
張
里
色
夫
知
□

□

女

。

（宮
2
_
2
5
)
0
3
2
 

2
 

〔
平
城
宮
造
酒
司
〕

恵
奈
五
十
戸
造
阿
利
麻

春
人
服
部
枚
布
五
斗
俵

(12
)

（
『
飛
鳥•
藤
原
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』
1
3ー
1
3
)0
3
2
 

ロ

・
丁
丑
年
十
二
月
―
―
一野
国
刀
支
評
次
米
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長
屋
王
家
以
外
で
比
較
的
時
期
の
早
い
時
期
の
「
春
税
」
荷
札
と
し
て
は
、

口
春
税
口

(28_29) 
0
9
1
 

・
氷
高
親
王
宮
春
税
五
斗

(21932) 0
3
3
 

「
税
司
（
使
）
」
に
注
目
し
て
こ
の
問
題
を
深
め
て
み
た
い
。

か
否
か
は
こ
の
文
書
か
ら
判
断
で
き
な
い
が
、

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

簡
な
ど
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
春
米
荷
札
に
記
す
個
人
名
は
、
広
い
意
味
で
は
納
税
責
任

者
で
あ
る
が
、
個
別
人
身
賦
課
原
理
に
基
づ
き
男
性
納
税
責
任
者
を
記
す
調
庸

荷
札
と
や
や
異
な
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
ち
、
春
米
の
労
働
に
携
わ
っ
た
者
や
出

挙
稲
の
班
給
対
象
な
ど
、
よ
り
輸
納
実
態
に
即
し
た
部
面
が
表
れ
や
す
い
と
い

う
特
徴
を
指
摘
で
き
る
。
「
五
保
（
戸
）
」
な
ど
一
般
の
調
庸
荷
札
に
み
ら
れ
な

(15) 

い
単
位
が
時
に
顔
を
出
す
の
も
、
そ
の
よ
う
な
輸
納
形
態
の
特
徴
と
関
係
が
あ

(
3
)
「
税
」
と
「
税
司
（
使
）
」

以
上
よ
り
、
長
屋
王
家
の
米
貢
進
荷
札
に
つ
い
て
、
封
戸
の
田
租
米
と
狭
く

考
え
れ
ば
問
題
が
生
じ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
諸
国
に
蓄
積

さ
れ
た
長
屋
王
家
の
稲
穀
の
春
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
を

述
べ
て
き
た
。
も
っ
と
も
そ
の
財
源
が
封
戸
租
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
な
お
明

ら
か
で
な
い
部
分
が
残
る
が
、
こ
の
よ
う
な
輸
納
形
態
が
調
庸
の
場
合
と
性
格

を
異
に
す
る
こ
と
は
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
こ
で
は
「
税
」
及
び

長
屋
王
家
木
簡
に
は
次
の
よ
う
に
「
春
税
」
と
記
す
荷
札
が
出
土
し
て
い
る
。

・
備
後
国
葦
田
郡
葦
田
里

れ
る
。

備
中
国
下
道
郡
矢
田
部
里
春
税
五
斗

□

大
田
春
税
五

養
老
田
令
田
租
条
で
は
当
年
と
れ
た
租
を
春
米
に
し
て
運
京
す
る
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
は
蓄
積
さ
れ
た
租
稲
で
あ
る
「
税
」
を
春
い
て
出
す
こ

と
が
律
令
制
成
立
期
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
こ
こ
に
掲
げ
た
藤
原
宮
木

封
戸
の
場
合
こ
の
実
態
を
窺
い
う
る
の
は
、
既
に
注
目
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

(16) 

天
平
―
一
年
（
七
三
九
）
の

「国
造
豊
足
解
」
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
に

よ
り
、
「
左
大
臣
家
税
」
の
私
出
挙
や
そ
れ
を
元
手
に
し
た
交
易
が
、
現
地
で

そ
の
稲
を
管
理
す
る
豪
族
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
の
財
源
は
本
来
封

戸
の
租
で
あ
る
が
、
当
文
書
の
場
合
は
田
租
が
免
除
さ
れ
た
時
に
当
た
り
、
正

税
か
ら
補
填
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
在

地
で
の
出
挙
管
理
が
可
能
な
の
は
薗
田
香
融
氏
の
い
う
よ
う
に
伝
世
食
封
ゆ
え

一
般
の
封
戸
と
異
な
る
特
権
的

な
取
り
扱
い
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
ほ
ぽ
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
長
屋
王

(17) 

家
の
（
お
そ
ら
く
高
市
皇
子
か
ら
伝
領
し
た
）
封
戸
も
同
様
に
考
え
て
よ
い
こ
と

は
、
「
和
銅
五
年
定
税
本
弐
口
」

(23_12)
と
記
す
木
簡
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
長
屋
王
家
の
「
税
」
が
「
本
」
と
利
に
分
け
て
把
握
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
知
ら
れ
、
出
挙
に
よ
る
運
営
と
管
理
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

次
の
藤
原
宮
出
土
の
も
の
が
知
ら
れ
て
い
る
。

（同
6
_
1
6
)
0
8
1
 

（
「
飛
鳥
•
藤
原
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報」
5
_
1
0
)
0
3
3
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ま
た
そ
れ
が
郡
単
位
に
管
理
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
「
来
馬
郡
税
口
」
と
記
す
削

こ
の
よ
う
な
「
税
」
と
関
係
し
て
、
長
屋
王
家
の
稲
を
扱
う
の
が
税
司
で
あ

る
。
た
だ
、
税
司
の
み
え
る
国
と
荷
札
の
国
と
は
あ
ま
り
重
な
ら
な
い
と
も
い

え
る
が
、
森
公
章
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
荷
札
と
の
関
係
が
な
い
わ
け
で
は
な

(18) 
い
。
税
司
（
使
）
の
み
え
る
武
蔵

・
出
雲

・
下
総
な
ど
の
荷
札
が
少
な
い
の
は
、

中
央
ま
で
運
ば
れ
て
き
た
の
が
繊
維
製
品
な
ど
荷
札
に
残
ら
な
い
も
の
が
多
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
や
取
扱
い
部
局
の
違
い
も
考
え
ら
れ
、
多
数

み
ら
れ
る
米
や
贄
、
交
易
物
な
ど
の
荷
札
木
簡
を
税
司
（
使
）
と
切
り
離
し
て

税
司
（
使
）
が
扱
っ
た
も
の
が
調
庸
も
含
む
の
か
ど
う
か
は
非
常
に
重
要
な

問
題
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
決
め
手
は
な
い
。
た
だ
本
稿
の
立
場
か
ら
言
え

ば
、
税
使

・
税
司
は
長
屋
王
家
の
諸
国
に
蓄
積
さ
れ
た
税
稲
の
運
営
に
の
み
関

庸
収
取
と
は
別
系
統
の
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
て
い
る
。

そ
の
諸
国
に
蓄
積
さ
れ
た
稲
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
天
武
紀
五
年
（
六
七
六
）

四
月
条
に
み
え
る
「
諸
王
諸
臣
に
給
わ
れ
る
封
戸
の
税
」
と
の
関
係
が
考
え
ら

れ
る
。
こ
れ
を
出
挙
等
の
運
営
を
中
心
と
す
る
「
過
渡
的
な
食
封
制
度
」
と
す

(19)

（

20) 

る
吉
村
武
彦
氏

・
平
石
充
氏
の
説
が
注
目
さ
れ
る
が
、
「
過
渡
的
」
の
内
容
を

な
お
、
封
戸
に
関
す
る
従
来
の
い
わ
ゆ
る
「
直
接
徴
収
」
の
議
論
は
、
こ
の

含
め
て
そ
の
詳
細
な
検
討
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

わ
り
、
そ
れ
を
財
源
と
し
た
春
米
や
交
易
、
贄
の
採
取
等
の
仕
事
を
行
い
、
調

考
え
る
必
要
は
な
い
。

屑

(28ー

29)

よ
り
推
定
で
き
る
。

か
ろ
う
か
。

よ
う
な
面
で
は
生
か
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
こ
れ
ま
で
の
直
接
徴
収

・

間
接
徴
収
の
議
論
の
大
き
な
問
題
と
し
て
、
直
接
中
央
に
送
ら
れ
る
調
庸
と
、

基
本
的
に
は
在
地
で
管
理
さ
れ
る
税
稲
、
及
び
そ
れ
を
財
源
に
し
て
運
京
さ
れ

る
春
米
や
交
易
物
等
と
を
あ
ま
り
区
別
し
て
論
じ
て
こ
な
か
っ
た
点
を
指
摘
し

す
な
わ
ち
、
調
庸
は
中
央
に
直
納
さ
れ
る
性
格
が
強
く
、
中
央
政
府

・
国
術

(21) 

に
よ
り
課
丁
数
管
理
が
徹
底
さ
れ
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
そ
の
前
提
に
は
、
王

権
な
い
し
中
央
豪
族
に
よ
る
諸
国
の
部
民
制
的
収
奪
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、
賦
課

基
準
を
五
十
戸
を
基
礎
に
当
初
は
戸
数
で
、
後
に
は
課
丁
数
に
よ
り
統
一
し
た

と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
稲
の
収
取
は
在
地
に
留
保
さ
れ

交
易
し
、
ま
た
米
に
春
い
て
中
央
に
納
入
さ
れ
る
形
を
と
っ
た
。
こ
れ
は
政
府

納
入
の
場
合
も
封
戸
の
場
合
も
基
本
的
に
同
じ
で
、
米
の
輸
納
形
態
が
調
庸
よ

り
も
贄
や
交
易
物
に
似
る
側
面
を
有
す
る
所
以
で
あ
る
。
調
庸
も
封
戸
の
場
合

は
当
然
家
産
経
済
に
結
び
つ
く
が
、
稲
の
結
び
つ
き
方
と
は
様
相
を
異
に
し
て

お
り
、
相
対
的
に
国
家
（
具
体
的
に
は
国
郡
地
方
行
政
機
構
）
に
よ
っ
て
規
制
さ

れ
る
側
面
が
よ
り
強
く
、
そ
の
一
端
が
木
簡
の
表
記
に
表
れ
て
い
る
の
で
は
な

管
理
さ
れ
る
割
合
が
高
く
、

一
部
は
出
挙
運
営
さ
れ
、
そ
の
稲
を
対
価
に
し
て

て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
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て
一
定
量
を
一
括
し
て
送
ら
れ
る
輸
納
物
と
性
格
を
異
に
す
る
。

入
さ
れ
た
後
は
、
整
理
伝
票
と
し
て
機
能
し
た
。

応
し
て
お
り
、
直
接
的
に
経
営
さ
れ
る
部
局
や
直
轄
所
領
か
ら
の
送
り
状

ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

に
な
る
。

取
と
比
較
し
て
述
べ
て
き
た
が
、

い
ま
―
つ
の
重
要
な
経
済
基
盤
に
畿
内
の
直

轄
地
が
あ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
の
輸
納
が
物
品

進
上
状
の
形
態
を
と
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
先
行
研

(22) 

究
を
参
照
し
て
、
行
論
に
必
要
な
限
り
で
そ
の
特
徴
を
ま
と
め
れ
ば
次
の
よ
う

①
物
品
進
上
状
は
あ
く
ま
で
文
書
で
あ
っ
て
荷
札
で
は
な
く
、
モ
ノ
に
付
け

②
こ
の
よ
う
な
物
品
進
上
状
は
、
小
量
ず
つ
不
定
量
を
送
納
す
る
形
態
に
対

に
ふ
さ
わ
し
く
、
連
搬
者
が
送
り
状
を
持
参
し
て
現
物
と
共
に
示
し
、
納

③
こ
れ
ら
を
消
費
の
面
か
ら
い
え
ば
、
長
屋
王
家
の
主
人
と
そ
の
周
辺
の

「
大
御
米
」
な
ど
の
供
御
料
的
性
格
が
強
い
も
の
を
中
心
に
、
時
々
の
必

(23) 

要
に
応
じ
て
輸
納
す
る
形
が
想
定
で
き
る
。
こ
れ
は
、
荷
札
を
付
け
ら
れ

物
品
進
上
状
の
考
察
は
本
稿
の
主
題
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の

長
屋
王
家
の
経
済
基
盤
と
し
て
、
諸
国
に
蓄
積
さ
れ
た
稲
の
問
題
を
調
庸
収

1

物
品
進
上
状
と
「
進
上
」
荷
札

物
品
進
上
状
と
荷
札

に
掲
げ
る
。

(24) 

は
、
荷
札
の
中
に
も
「
進
（
上
）
」
と
記
す
も
の
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
舘
野

和
己
氏
は
荷
札
の
中
に
も
「
辞
式
」
の
よ
う
な
文
書
の
書
式
を
淵
源
と
す
る
も

の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
し
て
、
「
輸
」
や
「
進
上
」
と
い
う
文
言
を
含
む

(25) 

例
を
示
し
、
贄
に
多
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
指
摘
に
な
ら
い
、
「
進

（
上
）
」
の
語
を
含
む
荷
札
木
簡
を
、
後
に
い
し
因
と
し
て
示
し
た
。

そ
の
考
察
に
入
る
前
に
、
少
し
考
え
て
お
き
た
い
の
は
、
ま
ず
、
「
輸
」
と

「
進
上
」
と
の
関
係
で
あ
る
。
相
模
・
下
総
・
常
陸
な
ど
の
正
倉
院
調
庸
布
墨

書
銘
に
「
輸
」
字
を
記
す
も
の
が
あ
る
こ
と
は
既
に
舘
野
氏
が
注
意
し
て
い
る

が
、
荷
札
に
も
「
輸
」
の
記
載
を
用
い
る
も
の
が
多
数
み
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
に

共
通
す
る
特
徴
は
、
調
が
圧
倒
的
に
多
く
、
特
に
安
房
国
の
調
鰊
の
荷
札
に
目

(26) 

立
つ
。
こ
れ
は
後
に
述
べ
る

「
進
上
」
荷
札
と
大
き
く
異
な
る
点
で
あ
り
、

両

者
を
一
括
し
て
論
じ
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
輸
」
と

「
進
上
」
と
で
は
貢
納
税
目
に
大
き
な
違
い
が
み
ら
れ
、
両
者
の
使
い
分
け
が

意
識
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
な
お
、

「
進
上
」
に
近
い
形
で
用
い
ら
れ

る
も
の
に
「
貢
（
上
）
」
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
の
背
後
に
あ
る
輸
納
意
識
の

違
い
の
考
察
は
別
の
機
会
に
譲
り
、
以
下
で
は
と
り
あ
え
ず
「
進
」
な
い
し

7

進
上
」
の
み
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
ま
ず
、
長
屋
王
家
以
外
の
事
例
を
以
下

〔
平
城
宮
東
区
内
裏

s
k八
二
〇
〕

ロ
・
周
防
国
吉
敷
郡
神
埼
郷
戸
主
阿
曇
五
百
万
呂
口
同
部

・
ロ
麻
呂
進
上
調
塩
一
斗
天
平
十
七
年
九
月
八
日

（宮

1,329)
0
3
2
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(n) (m) 

ー

（宮
2
_
7
5
)
0
3
2
 

2
 

(29ー

9
)
0
3
1
 

二
斤

(27) )
 
0
3
2
 

，
 

（宮
5
,
8
97
 

(
1
6
,
8
)
 0
3
2
 

)
 
0
3
1
 

4
 

（宮
2
_
2
82
 ) 

0
3
1
 

5
 

（同
282
 

(15_12) 
0
3
2
 

田

・
阿
波
国
板
野
郡
田
上
郷
進
口

い
阿
波
国
進
上
御
贄
若
海
藻
壱
籠
板
野
郡
牟
屋
海

〔

但

〕

〔

般

ヵ

[

]

田
口
馬
国
第
一
―
―
□

進
上
若
海
藻

(b) 
•

L
J部
得
足

.n
L
J部
乎
奈
西

〔
進
ヵ
〕

因
□

上
呉
桃
一
斗

〔
平
城
宮
幹
線
排
水
路
S
D

二
七
0
0

〗

田
蓋
漏
郡
進
上
御
贄
少
辛
螺
頭
打

ヽ

~

，
.
I
 

9

,

し
、
.
．． ＇、、＇，k
 

紀
伊
国
元
漏
郡
進
上
御
贄
磯
鯛
八
升

〔
醤
ヵ
[
]

苫
田
郡
林
田
郷

□

大
豆
五
斗
進
上

和
気
郡
進
小
麦
一
俵

〔
平
城
宮
東
南
角
南
面
大
垣
北
〕

川

・
遠
江
国
進
上
雑
魚
朋

〔
平
城
宮
造
酒
司
〕

因
播
国
進
酢
海
藻
御
贄
―
―
―
斗
二
升

元
漏
郡
進
上
一
二
□

口
二
百
張

□
•
L
J郷
進
上
麦
五
斗

御
贄
一
籠

ト

カ
〕

遠
江
国
山
名
郡
進
上
中
男
作
物
堅
魚
十
斤
天
平
十
七
年

□

月

（同
464)
0
3
3
 

（同
432)
0
3
9
 

（同
416)01
9
 

（同
409)
0
3
9
 

天
平
十
九
年
二
月
廿
八
日

（同
403)
0
3
1
 

（同
358)
0
3
9
 

こ
れ
ら
の
う
ち
、
田

・
団
な
ど
は
一
般
の
貢
進
物
荷
札
と
は
や
や
異
質
で
あ

(32) 

（
「
大
宰
府
史
跡
出
上
木
簡
概
報
』

2
_206)
0
8
1
 

円〔
大
宰
府
不
丁
地
区
〕

,＇， x
 

9

9

 

〔
斤
ヵ
〕

進
上
豊
後
国
海
部
郡
真
紫
草
…
□

ロロ

和
我
連
□

□

進
白
五
斗

〔
平
城
京
二
条
大
路
〕

団
讃
岐
国
進
調
椙
櫃
天
平
五
年

団

・
丹
波
国
進
上
若
海
藻

天
平
七
年
三
月
廿
五
日

伯
者
国
進
上
屈
賀
若
海
藻
御
贄

〔
紫
ヵ
〕

LJ□

大
宰
進
上
肥
後
国
託
麻
郡
殖
種
子
紫
口

因
幡
固
進
上
鮮
鮭

御
贄
壱
隻

天
平
七
年
十

一
月

〔
平
城
左
京
七
条
一
坊
一
六
坪
東

一
坊
大
路
西
側
溝
〕

国
穴
師
長
嶋
上
田
部
水
守
進
米
五
斗

〔長
岡
京
太
政
官
厨
家
〕

い
•

紀
伊
国
進
地
子
塩
「
三
斗
安
万
呂
」

〔
胆
沢
城
〕

延
暦
九
年
一
二
月
九
日

、'，s
 

’
~
’ （

・
武
蔵
国
進
上
蘇

(r) 但）

（『
木
簡
研
究
」

9
,
8
8
頁）

0
5
1
 

(31) 

（『長
岡
京
木
簡
』

1
ー

53)
0
3
2
 

(31ー

8
)
0
3
3
 

(
3
0
_
7
)
 0
3
2
 

雄
栖
天
平
八
年
十
月

(24ー

29)
0
3
1
 

(28) 

(22
135) 
0
3
2
 

(29) 

(22135) 
0
3
1
 

(30) 

(22_40) 
0
8
1
 

(22939) 
0
3
2
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伽

葛

下

郡

司

進

上

nLJ

の
語
を
記
す
も
の
と
し
て
は
、

、
.
'a
 

,
9
,
 

(21113) 
0
8
1
 

り
、
こ
こ
で
の
考
察
で
は
除
外
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
、
参
考
と
し
て
掲
げ

が
少
数
で
あ
る
。
ま
た
品
目
と
し
て
は
、
贄
、
交
易
物
、
米
が
中
心
で
あ
り
、

調
庸
物
が
き
わ
め
て
少
な
い
と
い
う
特
徴
が
指
摘
で
き
る
。
こ
こ
に
も
こ
れ
ま

で
述
べ
て
き
た
荷
札
記
載
様
式
の
対
比
的
な
あ
り
方
と
の
共
通
性
が
み
ら
れ
る

調
と
し
て
み
え
る
も
の
の
う
ち
団
は
、
延
喜
主
計
式
で
は
国
単
位
に
輸
納
量

が
定
め
ら
れ
て
い
た
調
の
類
で
あ
り
、
個
人
負
担
の
調
と
は
性
格
を
異
に
し
て

お
り
、
そ
の
点
で
は
調
庸
以
外
の
輸
納
物
と
類
似
点
を
も
っ
て
い
る
。
い
の
個

人
の
「
進
上
」
を
記
す
調
は
多
数
あ
る
調
塩
荷
札
の
な
か
で
も
特
異
で
あ
り
、

さ
て
、
長
屋
王
家
木
簡
に
つ
い
て
は
、
荷
札
形
態
の
木
簡
で
「
進
（
上
）
」

大
阿
遅
廿
口

小
阿
遅
二
百
口

住
吉
郡
交
易
進
贄
塩
染
阿
遅
二
百
廿
口
之
中

(21_29) 
0
3
1
 

が
管
見
の
限
り
で
唯
一
の
例
で
あ
る
。
こ
れ
は
郡
単
位
の
交
易
進
上
物
で
、
長

屋
王
家
以
外
で
み
た
上
記
の
特
色
と
の
共
通
性
が
指
摘
で
き
る
。
こ
の
ほ
か
、

形
態
が
不
明
で
あ
る
が
、
郡
（
司
）

(33) 

も
の
が
あ
る
。

例
外
的
な
記
載
と
考
え
た
い
。

点
が
注
意
さ
れ
る
。

こ。t
 

の
進
上
を
記
す
木
簡
と
し
て
次
の
よ
う
な

通
覧
す
る
と
、
進
上
主
体
は
国
や
郡
が
多
い
。
そ
れ
よ
り
下
の
単
位
も
あ
る

る
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
「
封

印」

(21
1
35)
と
記

が
あ
る
（
京
5
7
0
)
。

こ
れ
ら
の
郡
進
上
の
物
品
、
特
に
米
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
進
上
状
の
他
の

事
例
か
ら
推
し
て
直
営
田
に
関
わ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
知
ら

れ
て
い
る
直
営
田
の
所
在
地
と
は
ず
れ
る
の
で
、
長
屋
王
家
の
税
米
の
輸
納
に

関
す
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

参
考
ま
で
に
、
「
進
上
」
の
語
は
な
い
が
、
郡
単
位
の
進
上
物
荷
札
は
、
贄

(21131
、
25
_20
.
2
1
、
27
_21
)
、
鰯

(27ー

20
)
、
交
易
布

(25ー

21)
な
ど
に
み

〔
領
鮒
ヵ
〕

ら
れ
る
。
ま
た
「
宗
形
郡
大
□

口
鮨
」

(21ー

3
4
.
2
5ー

29)
「宗
形
郡
大
領
鯛
醤
」

(23_14)
な
ど
大
領
を
主
体
と
す
る
様
式
も
注
意
を
要
す
る
。

あ
る
が
、
「
宇
治
郡
大
領
」
が
交
易
進
上
に
関
与
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の

な
お
、
長
屋
王
家
木
簡
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
物
品
の
貢
納
・
進
上
に
関
わ

案
麻
郡
司
進
上

す
よ
う
な
封
鍼
木
簡
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
封
鍼
が
な
さ
れ
て
長
屋

王
家
で
開
封
さ
れ
て
い
る
の
は
、
郡
司
と
長
屋
王
家
と
の
直
接
的
な
関
係
を
示

〔
添
ヵ
H
郡
ヵ
〕

叫

口

上

口

進

,~•‘ 

〔

七

ヵ

〕

辰

時

和
銅

□

年
十
月
□

九
日

い
・
進
上
葛
濃
郡

(c) 

山
辺
郡
進
上
襦
米

な
っ
て
い
る
も
の
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

〔
十
ヵ
〕

十
月
十
五
日

nLJ

米
□

二
石

゜ ゜

一
方
、
習
書
で

(
2
8
_
3
)
 0
9
1
 

(25
_
7
)
 08
1
 

ま
た
、
文
書
木
簡
と
し
て
の
物
品
進
上
状
で
あ
る
が
、
郡
司
が
進
上
主
体
と

(25
120
)
 01
9
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共
通
し
た
特
質
に
関
わ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

き
な
い
が
、

一
定
の
傾
向
を
示
す
も
の
と
し
て
扱
う
の
は
許
さ
れ
る
の
で
は
な

し
て
い
る
。
長
屋
王
家
荷
札
木
簡
で
は
国
術
の
影
が
比
較
的
薄
い
こ
と
は
、
亀

(35) 

谷
弘
明
氏
な
ど
が
既
に
注

H
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
調
庸
以
外

の
税
目
の
特
質
と
も
対
応
さ
せ
て
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
長
屋
王
家
の
進
上
状
に
は
、
「
伊
勢
税
司
進
上
」
と
書
き
出
し
、

交
易
海
藻
に
つ
い
て
の
進
上
の
こ
と
な
ど
を
記
す
木
簡
が
あ
る
（
京
207)
。
平

石
充
氏
は
税
司
に
つ
い
て
、
長
屋
王
家
の
家
政
機
関
で
あ
り
な
が
ら
他
の
家
政

機
関
に
比
し
て
独
立
性
が
高
い
と
し
、
先
述
し
た
「
過
渡
的
な
食
封
制
度
」
と

(36) 

関
わ
ら
せ
て
考
察
し
て
い
る
。
長
屋
王
家
と
の
関
係
に
限
っ
て
い
え
ば
、
進
上

主
体
と
し
て
の
税
司
は
あ
る
意
味
で
は
郡
司
と
対
応
し
た
位
置
に
置
か
れ
て
い

以
上
、
「
進
（
上
）
」
の
語
を
手
が
か
り
に
し
て
、
文
書
木
簡
で
あ
る
物
品
進

上
状
に
表
れ
た
主
家
と
直
轄
地

・
直
轄
部
局
（
更

rは
税
司
や
郡
司
）
と
の
つ
な

が
り
を
示
す
意
識
が
、
あ
る
程
度
荷
札
に
も
見
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
述

べ
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
語
を
記
す
荷
札
は
少
数
で
あ
り
、
ま
た
さ

ほ
ど
特
殊
な
用
語
で
は
な
い
の
で
、
こ
の
語
の
有
無
を
絶
対
視
す
る
こ
と
は
で

か
ろ
う
か
。
重
視
し
た
い
の
は
、
こ
の
語
を
記
す
荷
札
は
、
調
庸
物
よ
り
も
贄
、

交
易
物
、
中
男
作
物
に
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
こ
れ
ま
で
述

べ
て
き
た
こ
れ
ら
荷
札
の
共
通
性
と
重
な
り
、
ひ
い
て
は
こ
れ
ら
の
輸
納
上
の

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
た
び
た
び
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
調
庸
な
ど
の
荷
札
と
そ
れ
以
外
の
貢

進
物
荷
札
と
の
間
に
は
、
相
対
的
だ
が
し
か
し
無
視
し
が
た
い
違
い
が
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
相
違
点
が
長
屋
王
家
木
簡
と
い

う
、
宮
内
の
木
簡
と
は
性
格
を
異
に
す
る
一
群
の
発
見
に
よ
り
さ
ら
に
明
確
に

な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、

二
条
大
路
木
簡
に
つ
い
て
は
詳
し
く
検
討

で
き
な
か
っ
た
が
、
宮
出
土
木
簡
と
共
通
す
る
特
質
が
み
ら
れ
る
一
方
、
長
屋

王
家
と
共
通
す
る
性
格
も
指
摘
で
き
、
あ
わ
せ
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
収

取
の
実
態
に
迫
る
手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
す
べ
て

の
収
取
品
目
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
抜
け
落
ち
た

問
題
も
多
々
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
で
得
ら
れ
た
結
論
を

荷
札
A
：
正
倉
院
調
庸
布
墨
書
銘
に
も
相
通
ず
る
調

・
庸
の
典
型
的
様
式
で

あ
る
。
宮
出
土
荷
札
木
簡
の
標
準
的
な
記
載
様
式
で
も
あ
る
が
、
こ
の
特
徴
は

荷
札

B
：
形
状
は
荷
札
で
あ
る
が
、
国

・
郡
名
（
場
合
に
よ
っ
て
は
里
名
）
な

ど
の
省
略
や
、
ま
た
逆
に
国

・
郡
が
進
上
主
体
と
し
て
現
れ
る
も
の
。
出
土
場

所
に
よ
っ
て
は
、
宛
先
を
記
す
な
ど
の
際
だ
っ
た
特
徴
を
も
つ
場
合
が
あ
る
。

(37) 

貢
納
品
目
（
税
目
）
と
し
て
は
春
米
、
贄
、
交
易
物
に
特
徴
的
に
み
ら
れ
る
。

但
し
、
こ

の
う
ち
米
の
輸
納
の
場
合
は
、
出
挙
返
納
時
に
米
で
出
す
場
合
を
想

定
す
る
必
要
が
あ
り
、
調
庸
物
輸
納
と
類
似
す
る
荷
札
表
記
が
み
ら
れ
る
点
も

公
戸

・
封
戸
を
通
じ
て
あ
る
程
度
共
通
す
る
。

木
簡
記
載
の
類
型
と
し
て
整
理
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

2
 
品
目

・
税
目
と
記
載
様
式
ー
小
括
ー
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長屋王家の経済基盤と荷札木簡

注
意
を
要
す
る
。
そ
の
点
で
は
荷
札
A
と
B
と
の
中
間
的
な
性
格
を
有
す
る
と

言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
荷
札

B
の
特
徴
も
、
公
戸

・
封
戸
を
通
じ
て
み
ら
れ

る
が
、
長
屋
王
家
の
よ
う
に
有
力
貴
族
の
封
戸
の
場
合
、
よ
り
特
徴
的
な
形
で

物
品
進
上
状
：
こ
れ
は
家
政
機
関
、
直
轄
地
、
「
税
司
（
使
）
」
、
郡
司
な
ど
か

ら
の
輸
納
に
特
徴
的
に
み
ら
れ
る
。
荷
札
と
は
性
格
の
異
な
る
文
書
木
簡
で
あ

る
が
、
税
司

・
郡
司
に
関
す
る
も
の
な
ど
は
、
荷
札
と
関
係
す
る
内
容
を
含
む

場
合
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
記
載
様
式
の
差
は
、
第
一
義
的
に
は
封
物
と
公
戸
納

物
と
い
う
よ
う
な
納
入
先
に
よ
る
違
い
で
は
な
く
、
貢
納
物
の
性
格
に
由
来
す

る
も
の
と
考
え
た
。
す
な
わ
ち
、
上
記
の
木
簡
の
諸
形
態
は
、
貢
納
物
の
次
の

ヽ

ヽ

(38)

三
形
態
の
そ
れ
ぞ
れ
に
ほ
ぼ
対
応
す
る
。

囚
人
頭
税
主
義
に
基
づ
く
国
家
的
租
税

⑪
非
人
頭
税
的
な
交
易
物
に
代
表
さ
れ
る
貢
納
物

c
同
じ
く
国
家
的
租
税
と
は
異
質
な
直
轄
地
等
の
経
営
に
よ
る
生
産
物

な
お
、
国
家
経
済
も
、
貴
族
家
産
経
済
も
多
か
れ
少
な
か
れ
こ
れ
ら
三
要
素

に
依
存
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
長
屋
王
家
木
簡
に
は
、
⑱

．
c
の
要
素
が
卓

越
し
て
表
れ
て
い
る
が
、
囚
の
要
素
も
調
庸
物
に
は
顕
著
で
あ
る
。

表
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

六
人
部
牟
良
六
人
部

□

千
依

一
石

・
越
前
国
江
沼
郡
々
里
葛
木
直
安
倍
五
斗

〔
益
ヵ
〕

•

江
沼
臣
小
口
五
斗

・
越
前
国
江
沼
郡
々
里
葛
木
直
安
倍
五
斗

〔
益
ヵ
〕

•

江
沼
臣
小
口
五
斗

井
一
石

二
人
分
で
一
石
に
し
て
い
る
例
が
あ
る
。

「
一
石
」
輸
納
木
簡
出
土
例

(21932
.
25_29) 
0
3
3
 

(21131) 
0
5
1
 

長
屋
王
家
木
簡
に
よ
っ
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
事
柄
の
―
つ
に
、
米

荷
札
の
一
石
単
位
の
輸
納
が
多
数
見
ら
れ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は

そ
の
歴
史
的
背
景
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
地
域
的
に
は
、
畿
内
、
越

前
、
伊
勢
に
ほ
ぼ
限
ら
れ
る
が
、
越
前
国
で
は
、
次
の
よ
う
に
五
斗
十
五
斗
を

・
丹
生
郡
朝
津
里
白
米
一
石

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、

（
同
右
）

0
3
3
 

五
斗
俵
を
二
俵
一
組
に
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
木
簡
を
付

(39) 

し
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
最
初
の
二
点
は
同
筆
と
思
わ
れ
、
い
ず
れ

も
国
か
ら
書
き
出
す
同
じ
記
載
様
式
で
あ
る
の
で
、
二
つ
の
俵
に
そ
れ
ぞ
れ
荷

札
を
付
け
た
と
す
る
想
定
も
十
分
成
り
立
ち
う
る
。
五
斗
俵
が
標
準
と
し
て
広

く
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
振
り
分
け
荷

物
は
駄
送
に
対
応
し
て
い
る
。
後
に
見
る
駄
載
基
準
か
ら
す
れ
ば
や
や
軽
め
で

ー

一
石
単
位
の
荷
札
と
輸
送
形
態
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〔
平
城
京
東
二
坊
坊
間
路
西
側
溝
（
長
屋
王
邸
東
南
隅
外
側
）
〕

b
 

と
い
う
計
算
に
な
る
と
考
え
ら
れ
、
長
屋
王
家
で
一
附
俵
と
五
斗
俵
の
大
小
二

つ
の
規
格
の
俵
が
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
上
記
の
越
前
国
の
よ
う
な
比

較
的
遠
距
離
の
場
合
は
判
断
を
保
留
し
た
い
が
、
他
は
一
石
俵
の
規
格
に
基
づ

次
に
長
屋
王
家
木
簡
以
外
の
一
石
単
位
の
輸
納
例
を
挙
げ
て
み
た
い
。
ま
ず

〔
平
城
京
二
条
大
路
〕

天
平
九
年
四
月
互
日

こ
れ
は
摂
津
国
河
辺
郡
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
他
に
文
書
木
簡
だ
が
、

手
枕
里
戸
主
元
得
津
君
千
嶋
一
石

(13_11) 
0
5
1
 

る
。
な
お
、
間
も
長
屋
王
家
木
簡
と
の
関
係
が
考
え
ら
れ
る
。

次
に
地
方
出
土
例
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

「
申
俵
一
石
大
夫
前
」
と
記
す
も
の
が
あ
る

(22
_
8
)
。

(22ー

40)
0
3
3
 

占
め
る
ほ
か
、

二
条
大
路
木
簡
や
造
酒
司
関
係
に
み
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
で
き

身
人
部
妹
女

い
・
坂
合
郷
春
米
一
石

都
城
関
係
で
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

い
た
輸
納
と
考
え
ら
れ
る
。

〔
平
城
左
京
一
条
三
坊
〕

〔
官
ヵ
〕

田

LJ奴
婢
食
料
米
一
鮒

以
上
の
う
ち
、
い
や
田
は
諸
国
の
貢
進
物
荷
札
と
は
性
格
を
異
に
す
る
が
、

長
屋
王
家
木
簡
も
含
め
て
特
徴
を
指
摘
す
れ
ば
、
時
期
的
に
は
国
を
除
き
郷
里

制
下
な
い
し
そ
れ
以
前
の
比
較
的
古
い
段
階
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ

る
。
国
も
郷
里
制
の
里
名
は
略
さ
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
の
で
、
郷

里
制
下
の
可
能
性
が
残
る
。
出
土
地
と
し
て
は
、
長
屋
王
家
木
簡
が
大
部
分
を

）
の
裏
に
は
黒
付
き
若
干
が
あ
る
が
省
略
す
る
c

〔
平
城
宮
造
酒
司
〕

‘
’
 e
 

9

9

 

□

口
郷
春
米
一
石

）
れ
に
よ
れ
ば
、

二
胆
俵
（
太
）

X
七
十
五
斗
俵
（
小
）

X

1
0
 
1
1

―
二
石

・
戸
秦
人
口
米
一
石

0

下
黒
万
呂 進
上
米
十
二
娯
は
臼
合
故
附
草
良

五
月
廿
一
日
「
辰
時
」
少
書
吏

家
扶

(
2
1
_
8
)
 
011 

0

返
報

な
い
。
こ
の
点
を
証
す
る
の
が
次
に
掲
げ
る
文
書
木
簡
で
あ
る
。

襦
米
一
石
。

こ
れ
は

0
一
九
型
式
下
部
穿
孔
で
あ
り
、
文
書
木
簡
か
も
し
れ
な
い
。

〔
平
城
宮
内
幹
線
排
水
路
S
D

二
七
0
0

〗

国
・
ロ
ロ
郷
田
寸
里
戸
主
秦
秋
田

散
見
し
、

〔
平
城
左
京
二
条
二
坊
二
条
大
路
南
側
溝
〕

、

'c
 

9

9

 

(40) 

あ
る
が
、
比
較
的
遠
距
離
の
越
前
国
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
い
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
一
方
で
は
、
長
屋
王
家
の
米
輸
納
荷
札
に
「
俵
一
石
」
な
る
記
載
が

一
石
を
容
量
と
す
る
規
格
の
俵
が
存
在
し
た
こ
と
も
考
え
ね
ば
な
ら

の
が
出
土
し
て
い
る
。

(
7
,
5
)
 0
3
9
 

)
 
0
3
3
 

5
 

（宮
2
1
2
72
 

(17ー

16)
0
3
3
 

ハ
「
木
簡
研
究
」

6
,
1
9
頁）
0
1
9
 

若
狭
国
遠
敷
郡
玉
置
里
の
も
の
で
あ
る
。
伴
出
土
器
は
平
城
I
.
II
期
の
も
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れ
な
い
。 宮

守
呆
小
田
伎

口
□

九
口
五
月

一
石
の
前
の
「
口
」
は
米
偏
の
字
で
あ
り
、
様
の
可
能
性
も
あ
る
。
山
形
郷

二
月
廿
八
日
椀
本
連
甲
奉
米
一
石

〔
大
阪
府
細
工
谷
〕
〔
升
ヵ
〕

ロ
・
播
磨
国
口
郡
□

口

〔
少
ヵ
]
〔
呂
ヵ
〕

・
里
秦
人
口
田
万
□

ロ
一
石

こ
れ
ら
の
う
ち
①
•
印
は
運
京
米
で
は
な
い
が
、
口
は
播
磨
国
か
ら
難
波
ま

で
移
動
し
て
お
り
、
ま
た
時
期
的
に
も
里
制
下
に
遡
り
、
注
意
を
要
す
る
。

最
後
に
、
次
項
で
の
考
察
と
の
関
係
で
、
様
の
一
石
輸
納
例
に
も
触
れ
て
お

き
た
い
。
都
城
出
土
の
荷
札
と
し
て
は
、
長
岡
京
出
上
の
次
の
例
が
あ
る
。

（
『
長
岡
京
木
簡
」
1,238)
0
5
1
 

こ
こ
に
み
え
る
「
柏
原
」
が
近
江
国
伊
香
郡
柏
原
郷
の
こ
と
で
あ
れ
ば
、
後

に
述
べ
る
近
江
国
の
穀
が
運
京
さ
れ
た
こ
と
と
の
関
係
で
考
え
ら
れ
る
か
も
し

と
あ
る
。
こ
れ
ら
は
延
喜
雑
式
に
み
え
る
次
の
規
定
に
つ
な
が
る
こ
と
は
既
に

(43) 

指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

凡
公
私
運
米
五
斗
為
レ
俵
、
初
用
こ
一
俵
一
為
レ
駄
、
自
余
雑
物
亦
准
レ
此
゜

依
訊
兄
大
臣
之
計
↓
以
＿一
米
五
斗
玉
竺
一
俵
辺

柏
原
暴
小
「
田
井
女
籾
一
石
」

と
あ
り
、
ま
た
『
帝
王
編
年
記
』
同
年
条
に
、

限。

条
に
、

(
「
木
簡
研
究
」
20ー

75
頁）
0
3
3
 

で
運
ん
だ
こ
と
が
わ
か
り
、

一
石
俵
二
俵
の
振
り
分
け
荷
物
が
想
定
さ
れ
る
。

こ
の
ほ
か
、
地
方
出
土
の
様
一
石
単
位
の
輸
納
を
示
す
も
の
は
、
三
重
県
柚

(41) 

井
遺
跡
、
鳥
取
県
岩
吉
遺
跡
（
『
木
簡
研
究
」
189158
頁
）
、
山
口
県
安
養
寺
遺
跡

（
『
木
簡
研
究
』

10181
頁
）
、
徳
島
県
観
音
寺
遺
跡
（
『
木
簡
研
究
」

20_208
頁
）
、
石

川
県
戸
水
大
西
遺
跡
（
「
木
簡
研
究
」

16_152
頁
）
、
福
島
県
荒
田
目
条
里
遺
跡
・

(42) 

矢
玉
遺
跡
、
同
県
根
岸
遺
跡
（
『
木
簡
研
究
」
19_125
頁
）
な
ど
、
多
数
出
土
例
が

様
の
一
石
単
位
の
輸
納
と
運
送
形
態
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
『
類
緊
三
代

格
』
弘
仁
一
三
年
（
八
一
三
）
三
月
二
八
日
官
符
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ

れ
ば
、
近
江
国
の
縁
江
諸
郡
の
様
を
穀
倉
院
ま
で
一
駄
に
つ
き
穀
二
石
の
割
合

こ
れ
は
米
よ
り
も
軽
い
様
の
一
石
俵
で
あ
る
が
、
米
の
一
石
俵
も
や
は
り
駄

送
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
。
『
続
日
本
紀
」
天
平
―
一
年
（
七
三
九
）
四
月
乙
亥

令
下
天
下
諸
国
改
一
＿駄
馬
一
疋
所
レ
負
之
重
大
二
百
斤
↓
以
一
ー百
五
十
斤
玉
戸

〔
石
川
県
金
石
本
町
〕

9

9

 h
 

,
9
,
 

（
『
木
簡
研
究
」

19ー

164
頁）
0
5
1
 

2
輸
納
単
位
と
輸
送
形
態

は
出
羽
国
最
上
郡
に
あ
る
。

あ
る
。

（「秋
田
城
出
土
文
字
資
料
集
」
II,51)
0
3
2
 

奉
神

〔
一
ヵ
〕

①
•

山
方
郷
大
伴
部
白
麻
呂
上

□
□
石

〔
秋
田
城
〕
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れ
る
こ
と
は
、

一
石
輸
納
木
簡
が
基
本
的
に
天
平

こ
の
よ
う
に
天
平
―
一
年
の
改
正
は
、
様
々
な
歴
史
的
由
来
を
も
つ
種
々
の

規
格
の
俵
が
混
在
し
て
い
た
の
を
、

五
斗
俵
に
統
合
し
て
輸
送
体
系
の
合
理
化

を
図
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
五
斗
俵
の
規
格
は
人
担
の
甚

(44) 

本
量
に
関
係
す
る
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
天
平
期
に
人
担
を
輸
送
の
基
本
に
据

え
た
と
す
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

先
に
掲
げ
た
一
石
単
位
の
米
の
輸
納
木
簡
、
特
に
運
京
な
ど
遠
距
離
輸
送
に

関
わ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
の
多
く
が
里
制
な
い
し
郷
里
制
以
前
の
も
の
に
限
ら

一
年
の
五
斗
俵
へ
の
統

一

る
こ
と
に
な
る
。

し
い
の
に
対
し
て
、

五
斗
俵
で
は
遠
近
に
よ
り
一
二
俵
な
い
し
二
俵
を
選
択
で
き

期
ま
で
遡
る
確
証
は
な
い
が
、

一
石
俵
に
よ
る
駄
送
が
遠
近
に
よ
る
調
節
が
難

七
四
g

の
換
算
値
を
用
い
れ
ば
、
米
一
石
1
1

約
六
七
•
四

k
gと
な
る
。
こ
の
重

さ
の
俵
で
は
長
距
離
の
人
担
輸
送
は
不
可
能
で
、
駄
送
を
前
提
に
し
て
考
え
ね

ば
な
ら
ず
、
事
実
、
改
正
前
の
二

0
0
斤
を
限
度
と
す
る
規
定
は
、

0
0
斤
の
二
俵
振
り
分
け
荷
物
を
前
提
に
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
れ
に
対
し
て
改
正
後
の
限
度
額
は
、

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

五
斗
俵
を
基
準
に
立
て
ら
れ
た
こ

な
お
、
延
喜
雑
式
の
後
半
傍
線
部
の
規
定
に
も
注
目
し
た
い
。
こ
れ
が
天
平

一
石
俵

か
ら
一
五
〇
斤

(11
米

五
石
）
に
減
じ
た
も
の
で
あ
る
。
大
一
斤
11
約
六

天
平
―
一
年
の
改
定
は
、
駄
一
疋
当
た
り
の
荷
を
大
二

0
0
斤

(11
米
二
石
）

其
遠
路
国
者
、
料
贔
減
之
。

お

わ

り

に

ー

家

産

経

済

の

特

質

と

変

質

ー

「
湯
沐
之
米
」
を
運
ぶ
「
伊
勢
国
駄
五
十
匹
」
に
遡
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
こ
れ
以
前
か
ら
封
戸
租
を
全
給
さ
れ
て
い
た
長
屋

王
な
ど
の
一
部
皇
親
は
、
駄
送
に
よ
る
独
自
の
輸
送
編
成
が
他
の
諸
家
よ
り
も

早
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
長
屋
王
家
木
簡
（
削
屑
）
に

〔

米

ヵ

〕

〔

廿

ヵ

]

備
前
国
春
口
…
…

□

六
十
六
朋
駄
口
」

(
2
8
_
4
)
と
あ
り
、
地
方
諸
国

か
ら
の
春
米
の
駄
送
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
し
て
こ
の
よ

う
な
米
の
輸
送
の
あ
り
方
は
、
天
武
紀
元
年
（
六
七
二
）
六
月
甲
申
条
に
記
す

；
よ
う
に
、
大
海
人
皇
子
一
行
が
、
菟
田
郡
家
の
ほ
と
り
で
出
会
っ
た
と
い
う

以
上
、
米
を
中
心
に
、
そ
れ
と
の
強
い
類
似
性
を
示
す
贄
な
ど
の
荷
札
に
注

目
し
、
そ
れ
ら
と
対
照
的
な
性
格
を
示
す
調
庸
荷
札
と
対
比
し
て
そ
の
輸
納
の

「上
租
を
全
給
す
る
よ
う
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

化
以
前
の
も
の
で
、
駄
載
斤
量
改
定
前
の
あ
り
方
に
対
応
し
た
も
の
と
考
え
れ

ば
理
解
し
や
す
い
。

と
こ
ろ
で
憶
測
す
る
に
、

天
平
―
一
年
の
改
定
は
、
『
続
日
本
紀
」
同
年
五

月
辛
酉
条
に
記
す
封
戸
租
米
の
全
給
、
運
京
傭
食
料
の
租
か
ら
の
支
出
と
密
接

な
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
俵
の
規
格
の
統
一
と
負
担

璽
量
の
軽
量
化
、
距
離
に
よ
る
駄
載
量
の
調
整
な
ど
に
よ
っ
て
駄
馬
に
よ
る
運

送
を
よ
り
容
易
に
し
、
駄
賃
等
の
運
賃
を
主
家
に
負
担
さ
せ
る
代
わ
り
に
封
戸
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的
経
済
で
は
な
く
、
交
換
経
済
へ
の
依
存
も
長
屋
王
家
の
家
産
経
済
の
本
質
的

え
ら
れ
る
。

そ
の
他
の
労
働
力
編
成
、
流
通
経
済
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
詳
し
く

分
析
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
邸
内
の
現
業
的
各
部
局
、
直
轄
地
、
ま
た
交
通
な

ど
の
部
面
で
の
雇
傭
労
働
力
の
占
め
る
比
重
の
高
さ
、
市
そ
の
他
か
ら
の
物
品

(45) 

購
入
や
「
（
西
）
店
」
で
の
酒
食
販
売
な
ど
の
盛
ん
な
交
易
活
動
は
無
視
で
き
な

い
。
こ
の
よ
う
な
雇
傭
や
交
易
は
、
価
値
増
殖
を
主
目
的
と
し
な
い
点
で
は
広

く
オ
イ
コ
ス
経
済
の
類
型
に
含
め
ら
れ
る
が
、
単
純
な
現
物
収
取
の
自
給
自
足

要
素
と
し
て
重
視
す
べ
き
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
長
屋
王
家
の
御
田
の
経
営
が
官
田
の
経
営
の
あ
り
方
に
似
て
お

(46) 

り
、
ミ
ヤ
ケ
の
系
譜
を
引
く
こ
と
が
注
目
さ
れ
て
い
る
が
、
官
田
耕
作
に
雑
径

を
用
い
た
の
に
対
し
、
長
屋
王
家
で
は
雇
傭
労
働
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う

し
て
お
り
、
長
屋
王
家
の
一
石
俵
の
存
在
は
そ
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
も
の
と
考

特
質
を
探
っ
て
き
た
。
結
論
は
繰
り
返
さ
な
い
が
、
長
屋
王
家
木
簡
に
も
他
の

木
簡
と
同
じ
く
収
取
品
目
や
税
目
上
の
記
載
様
式
の
特
質
が
反
映
し
て
い
る

一

方
、
調
庸
物
に
比
し
て
御
田
の
米
や
封
米
の
場
合
、
家
産
経
済
に
独
自
の
輸
納

形
態
が
相
対
的
に
よ
く
反
映
し
て
お
り
、
主
家
と
在
地
と
の
関
係
が
よ
り
直
接

こ
の
よ
う
な
特
質
は
、
労
働
力
編
成
上
の
特
徴
と
も
関
連
し
て
い
る
。
そ
の

一
端
は
、
米
の
輸
送
労
働
力
編
成
に
表
れ
て
お
り
、
駄
送
を
中
心
と
す
る
雇
傭

労
働
力
編
成
が
、
む
し
ろ
特
権
的
封
戸
な
い
し
そ
の
前
身
形
態
に
お
い
て
発
達

的
に
表
れ
て
い
る
こ
と
を
再
度
強
調
し
て
お
き
た
い
。

た
時
期
で
あ
り
、
長
屋
王
家
の
滅
亡
は
そ
れ
を
象
徴
す
る
事
件
で
あ
っ
た
。
と

相
違
に
も
注
意
を
は
ら
う
必
要
が
あ
る
。
＿
二
月
に
「
御
田
人
」
に
「
魚
給
」
と

す
る
木
簡

(27_13)

よ
り
、

い
わ
ゆ
る
魚
酒
型
の
雇
傭
労
働
が
行
わ
れ
て
い
た

こ
と
が
確
認
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
公
的
権
力
を
直
接
に
行
使
で
き
な
い
家
産
経

想
定
さ
れ
て
い
る
が
、
長
屋
王
家
の
贄
の
場
合
は
、
論
証
す
る
の
は
難
し
い
が
、

交
易
に
依
存
す
る
割
合
が
高
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
、
雇
傭
労
働
へ
の
依
存
の
大
き
さ
、
在
地
で
の
収
取

の
国
術
権
力
へ
の
依
存
が
必
ず
し
も
高
く
な
い
こ
と
、
地
方
豪
族
と
の
直
接
的

結
合
、
封
米
の
独
自
の
輸
送
形
態
等
は
相
互
に
関
連
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、
か

か
る
視
角
か
ら
改
め
て
長
屋
王
家
の
家
産
経
済
の
全
体
像
を
解
明
す
る
こ
と
が

今
後
の
課
題
で
あ
る
。

(47) 

な
お
最
後
に
述
べ
て
お
き
た
い
の
は
、
天
平
期
の
歴
史
的
意
義
で
あ
る
。
こ

の
時
期
は
、
前
代
か
ら
続
く
特
権
的
な
家
産
経
済
体
の
後
退
が
決
定
的
に
な
っ

り
わ
け
重
視
さ
れ
る
の
は
、
天
平
九
年
（
七
――
一
七
）
九
月
に
出
さ
れ
た
「
臣
下

之
稲
」
の
出
挙
禁
止
令
（
「続
日
本
紀
」
、
『類
緊
一＿
一
代
格
」）
、
先
述
し
た
天
平
―
―

年
制
の
輸
送
の
合
理
化
、
天
平
一
九
年
六
月
一
日
格
の
封
戸

・
封
郷
課
丁
数
の

画
一
化
（
「令
集
解
』
賦
役
令
封
戸
条
所
引
、
『
続
日
本
紀
」
同
年
五
月
戊
寅
条
）
に
み

ら
れ
る
よ
う
な
封
戸
の
国
家
管
理
の
進
展
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
を
直
接
徴
収

・

間
接
徴
収
の
議
論
に
後
戻
り
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
封
戸
課
丁
数
の
定

量
化
に
よ
り
地
方
官
の
請
負
輸
納
が
容
易
に
な
っ
た
点
が
重
要
か
と
思
わ
れ
る
。

済
の
特
徴
を
よ
く
表
し
て
い
る
。

一
方
、
贄
は
一
般
に
は
雑
係
に
よ
る
収
取
が
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一
戸
の
租
の
輸
納
最
を
画
一
化
し

た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
以
前
に
多
様
な
歴
史
的
由
来
を
内
包
し
た
米
の
輸
納
の

一
端
が
俵
の
多
様
な
規
格
に
も
反
映
し
て
い
た
が
、
俵
の
規
格
が
統
一
さ
れ
る

の
と
同
じ
方
向
、
調
庸
収
取
に
み
ら
れ
る
規
制
と
同
じ
力
が
米
輸
納
に
も
及
ん

注(
1
)

代
表
的
論
考
と
し
て
、
森
公
章
「
長
屋
王
邸
の
住
人
と
家
政
運
営
」
（
奈
良
国

立
文
化
財
研
究
所
編
『
平
城
京
左
京
二
条
―

一坊

・
三
条
二
坊
発
掘
調
査
報
告
」
本

文
編
、
奈
良
県
教
育
委
員
会
、
一
九
九
五
年
。
以
下
『
正
報
告
」
と
略
す
）
参
照
。

本
稿
も
森
論
文
よ
り
多
く
の
示
唆
を
得
て
い
る
。
な
お
本
稿
で
封
戸
と
い
う
場
合
、

そ
の
前
身
な
い
し
過
渡
的
な
形
態
を
含
め
て
考
え
て
い
る
。

(
2
)

『
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』
2
2
号
37
頁
。
以
下
、
『
平
城
宮
発
掘
調

査
出
土
木
簡
概
報
」
は
号
数
、
頁
数
の
み
を
略
記
す
る
。
な
お
、

出
典
の
後
に
記

す
数
字
は
木
簡
の
型
式
番
号
で
あ
る
。

(
3
)

な
お
大
倭
生
羽
は
、
「
伊
勢
国
計
会
帳
」
に
も
少
目
と
し
て
み
え
る
（
『
寧
楽
遺

文
」
上
三
―

―
一頁
、
『大
日
本
古
文
書
」
二
四
ー
五
四
七
頁
）
。
「
伊
勢
国
計
会
帳
」

の
年
代
に
つ
い
て
、
『
寧
楽
遺
文
」
に
記
す
「
延
暦
二
年
（
七
八
三
）
」
の
継
目
裏

書
は
問
題
が
あ
り
、
実
際
は
天
平
九
年
（
七
三
七
）
以
前
と
考
え
ら
れ
る
（
鐘
江

宏
之
「
伊
勢
国
計
会
帳
の
年
代
に
つ
い
て
」

「
日
本
歴
史
」
五
三
七
、
一
九
九
三

年）。

(
4
)

渡
辺
晃
宏
「
―
一条
大
路
木
簡
と
皇
后
宮
」
（
「
正
報
告
」
）
四
四
四
頁
。

(
5
)

『
平
城
宮
木
簡
」
で
は
「
紫
□

ロ
ロ
」
と
す
る
が
、
東
野
治
之
氏
の
指
摘
に
よ

り
「
紫
微
中
台
」
と
読
め
る
（
「
長
屋
王
家
木
簡
の
研
究
」
塙
書
房
、
一
九
九
六

年
、
三
七
九
頁
）
。
ま
た
中
西
康
裕
氏
「
交
易
雑
物
に
つ
い
て
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
」

I
O
I
、
一
九
八
三
年
）
も
参
照
。
な
お
、
東
野
・
中
西
両
氏
は
こ
の
「
醤
」
を

で
き
た
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

本
稿
と
関
わ
っ
て
特
に
重
視
し
た
い
の
は
、

(22ー

39)
0
3
9
 

（宮
l,348)
0
3
1
 

交
易
雑
物
と
す
る
。

(
6
)

な
お
、
阿
野
郡
以
外
の
讃
岐
国
の
調
塩
木
簡
と
し
て
は
、

〔
讃
ヵ〕

・
ロ
岐
国
山
田
郡
海
郷
―

―

〔
調
塩
一
ヵ
〕

・
葛
木
部
龍
麻
呂
□

□

口
斗

・
讃
岐
国
三
野
郡
阿
麻
郷

〔
斗
ヵ
〕

・
戸
主
佐
伯
直
赤
猪
調
塩
三
口

・
讃
岐
国
三
野
郡
阿
麻
郷
丸
部

•

宮
旦
戸
同
丸
部
古
君
塩
三
斗

(
2
4
1
3
0
)

0
3
1
 

の
よ
う
に
、
郷
名
ま
で
記
す
例
が
あ
る
の
で
、
郡
名
に
続
け
て
個
人
名
を
記
す
の

は
阿
野
郡
の
特
徴
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
阿
野
郡
の
調
の
特
殊
な
記
載
様
式
は
、
東
野
治
之
氏
が
既
に
指
摘

し
て
い
る
よ
う
に
、
延
喜
主
計
式
に
阿
野
郡
か
ら
は
「
熟
塩
」
を
出
す
と
す
る
こ

と
と
関
係
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
（
「
古
代
税
制
と
荷
札
木
簡
」
『
日
本
古
代

木
簡
の
研
究
」
塙
書
房
、
一
九
八
三
年
、
六
七
ー
八
頁
）
。

(
7
)

長
屋
王
家
木
簡
に
は
周
防
国
大
島
郡
の
調
塩
の
荷
札
が
多
数
出
上
し
て
い
る
が
、

そ
の
一
例
を
挙
げ
る
と
、

周
防
国
大
嶋
郡
屋
代
里
弓
刊
部
山
村
御
調
塩
三
斗

(21ー

33)
0
3
2
 

の
よ
う
に
、
国
＋
郡
十
里
十
個
人
名
＋
御
調
塩
十
量
の
整
っ
た
書
式
で
ほ
ぼ
統

一

さ
れ
て
い
る
。

一
方、

平
城
宮
東
区
内
裏

s
k
八―

10
か
ら
出
土
し
た
調
塩
荷
札

の
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、

・
周
防
国
大
嶋
郡
美
敢
郷
凡
海
阿
耶
男
御
調
塩
―
一斗

•
□
□
□

]
天
平
十
七
年
（
宮

1
,
3
2
7
)

0
3
3
 

な
ど
、
記
載
様
式
上
長
屋
王
家
の
も
の
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、
宮
出
土
の

若
狭
国
調
塩
木
簡
は
一
一
行
割
書
に
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
の
点
長
屋
王
家
木
簡

も
同
様
で
あ
る
（
京
13
、
27_19)
。

な
お
、
「
御
調
」
に
つ
い
て
、
「
ミ
ッ
キ
」
と
訓
ん
で
そ
こ
に
調
の
性
格
の
一
端

が
表
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
が
（
東
野
治
之
「
志
摩
国
の
御
調
と
調
制
の
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成
立
」
前
掲
注

(
6
)
書
）
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
「
御
塩
」
や
「
御
海
松
」

の
よ
う
に
「
御
」
＋
物
品
名
と
い
う
記
載
が
あ
り
、
そ
れ
が
調
を
表
し
て
い
る
こ

と
を
考
え
れ
ば
、
例
え
ば
「
御
調
塩
」
も
「
御
調
」
＋
「
塩
」
で
は
な
く
、
「
御
」

＋
「
調
塩
」
と
い
う
よ
う
に
解
し
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
「
御
」
は
公
戸

の
場
合
は
朝
廷
に
対
す
る
敬
語
で
あ
る
が
、
長
屋
王
家
木
簡
で
は
主
家
に
対
す
る

敬
語
と
考
え
ら
れ
る
。

(
8
)

中
西
前
掲
注

(
5
)
論
文
。

(
9
)

平
石
充
「
税
司
に
関
す
る
一
考
察
」
（
林
陸
朗
・
鈴
木
靖
民
編
『
日
本
古
代
の

国
家
と
祭
儀
」
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
六
年
）
七

0
頁。

(10)

あ
る
い
は
、
贄
を
駅
家
に
付
し
て
貢
進
す
る
と
い
う
あ
り
方
（
「
出
雲
国
計
会

帳
」
に
実
例
が
み
え
る
。
『
大
日
本
古
文
書
」
了
六

0
五
頁
参
照
）
も
考
え
ら
れ

る
か
も
し
れ
な
い
。

(11)

同
様
の
記
載
は
他
に
―
一
点
あ
り
（
京
7
8
.
7
9
)
、
三
点
は
同
筆
か
と
思
わ
れ
る
。

な
お
別
に
、
羽

昨

直

羊

一

石

（

京

80)
0
5
1
 

と
記
す
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
木
簡
は
邸
内
で
付
け
ら
れ
た
可
能
性
も
あ
る
が
、

「
羽
昨
」
姓
は
越
前
国
羽
咋
郡
人
で
あ
ろ
う
か
ら
、
越
前
国
羽
昨
郡
か
ら
納
入
さ

れ
た
米
の
荷
札
で
あ
る
可
能
性
も
残
さ
れ
て
い
る
。
羽
昨
直
嶋
と
直
羊
の
二
人
の

人
名
か
ら
す
れ
ば
、
「
直
」
は
カ
バ
ネ
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ

る
羽
昨
氏
は
「
公
（
君
）
」
姓
で
あ
り
問
題
を
残
す
。
嶋
と
羊
と
で
は
書
式
が
や
や

異
な
り
、
羊
の
方
が
人
名
十
数
量
で
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
一
般
の
米
荷
札
の
記

載
順
序
に
近
い
。
当
時
宮
都
や
長
屋
王
宮
に
羽
咋
氏
の
者
が
出
仕
し
て
い
た
可
能

性
は
否
定
で
き
な
い
が
、
他
の
春
米
荷
札
も
非
常
に
簡
略
な
様
式
の
も
の
が
多
い

の
で
、
こ
の
「
春
人
夫
」
の
木
簡
も
地
方
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
荷
札
の
可
能
性
を

残
し
て
後
考
を
侯
ち
た
い
。

(12)

同
遺
跡
か
ら
は
別
に
、

加
休
評
久
々
利
五
十
戸
人

物
部
古
麻
里

丁
丑
年
十
二
月
次
米
三
野
国

（同
13_15)
0
3
1
 

と
記
す
木
簡
が
出
土
し
て
お
り
、
こ
ち
ら
は
「
春
人
」
の
記
載
は
な
い
が
同
性
格

の
荷
札
と
思
わ
れ
る
。

(13)

鬼
頭
清
明
「
春
米
女
考
」
（
『
古
代
木
簡
の
基
礎
的
研
究
」
塙
書
房
、
一
九
九
三

年
）
、
義
江
明
子

「
古
代
の
村
の
生
活
と
女
性
」
（
「
日
本
女
性
生
活
史
』
一
、
東

京
大
学
出
版
会
、
一
九
九

0
年
）
。
春
米
木
簡
の
女
性
名
の
評
価
に
つ
い
て
、
鬼

頭
氏
は
、
有
力
農
民
1
1
納
税
責
任
者
の
も
と
で
請
負
的
に
雇
傭
労
働
編
成
さ
れ
た

も
の
で
、
女
性
労
働
と
し
て
の
春
米
作
業
は
本
来
租
税
の
貢
納
等
に
反
映
す
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
と
す
る
。
一
方
、
義
江
氏
は
、
国
・
郡

・
里
制
の
法
的
枠
組
み

を
は
ず
れ
た
と
こ
ろ
に
女
性
の
貢
進
責
任
者
が
顔
を
の
ぞ
か
せ
た
も
の
と
み
る
。

両
氏
の
見
解
が
出
さ
れ
た
後
に
公
表
さ
れ
た
資
料
か
ら
、
鬼
頭
氏
の
よ
う
に
女
性

名
春
米
荷
札
を
例
外
と
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
ま
た
義
江
氏
の
よ
う
に
（
国
・

郡
）
里
制
か
ら
は
ず
れ
た
も
の
と
み
る
こ
と
も
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(14)

拙
著
『

H
本
古
代
労
働
力
編
成
の
研
究
」
（
塙
書
房
、
一
九
九
六
年
）
第
三
章
、

第
四
章
第
一
節
参
照
。
但
し
当
官
符
の
意
義
に
つ
い
て
は
再
考
を
要
す
る
点
が
あ

り
、
詳
細
な
考
察
は
今
後
を
期
し
た
い
。

(15)

春
米
荷
札
に
五
保
記
載
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
点
に
つ
い
て
は
、
東
野
前
掲
注

(
6
)
論
文
参
照
。

(16)

『
大
日
本
古
文
書
』
七
I
-

―
―
一
三
頁
。
当
文
書
に
つ
い
て
は
、
薗
田
香
融
「
「
国

造
豊
足
解
」
を
め
ぐ
る
ニ
―
―
一
の
問
題
」
（
『
日
本
古
代
財
政
史
の
研
究
』
塙
書
房
、

一
九
八
一
年
）
、
虎
尾
俊
哉
「
国
造
豊
足
解
に
つ
い
て
」
（
「
古
代
典
籍
文
書
論
考
」

吉
川
弘
文
館
、

一
九
八
二
年
）
、
加
藤
友
康
「
律
令
制
収
奪
と
封
戸
」
（
『
史
学
論

叢
」
七
、
一
九
七
七
年
）
な
ど
参
照
。

(17)

福
原
栄
太
郎
「
長
屋
王
家
形
成
に
つ
い
て
の
基
礎
的
考
察
」
（
『
続
日
本
紀
研

究
』
二
七
七
、
一
九
九
一
年
）
、
東
野
治
之
「
長
屋
王
家
木
簡
の
文
書
と
家
政
機

関
」
（
前
掲
注

(
5
)
書
、
塙
書
房
、
一
九
九
六
年
）
、
森
公
章
「
長
屋
王
家
木
簡

再
考
」
（
「
弘
前
大
学
国
史
研
究
」
九
六
、
一
九
九
四
年
）
、
同
、
前
掲
注

(
1
)

論
文
な
ど
は
、
長
屋
王
家
が
高
市
皇
子
の
家
政
機
関
を
継
承
し
た
と
す
る
。
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(18)

森
前
掲
注

(
1
)
論
文
。

(19)

吉
村
武
彦
「
改
新
詔

・
律
令
制
支
配
と
『
公
地
公
民
制
』
」
（
亀
田
隆
之
先
生
還

暦
記
念
会
編
「
律
令
制
社
会
の
成
立
と
展
開
」
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
）
。

(20)

平
石
前
掲
注

(
9
)
論
文
。

(21)

封
戸
調
庸
物
の
支
給
時
期
に
つ
い
て
、
『
令
集
解
」
禄
令
食
封
条
古
記
は
「
今

行
事
」
と
し
て
、
「
但
給
一
調
庸
＿者
、
依
＿当
国
定
申
上
戸
丁
数
＿給
、
未
に
疋
間
調

入
京
者
不
レ
給
」
と
説
い
て
お
り
、
封
物
の
給
付
に
つ
い
て
も
国
術
に
よ
る
丁
数

把
握
が
基
礎
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

(22)

寺
崎
保
広
「
瓦
進
上
木
簡
小
考
」
（
『
奈
良
古
代
史
論
集
」
一
、
一
九
八
五
年
）
、

同
「
木
簡
論
の
展
望
」
（
『
新
版
古
代
の
日
本
」

一
0
、
角
川
書
店
、

一
九
九
三

年
）
、
福
原
栄
太
郎
「
長
屋
王
家
木
簡
に
み
え
る
木
上
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
歴
史
」

五
六
―
-
、
一
九
九
五
年
）
な
ど
。

(23)

大
御
米
に
つ
い
て
は
、
進
上
状
の
み
で
な
く
荷
札
に
も
み
ら
れ
る
。
長
屋
王
家

で
は
な
い
が
、
平
城
宮
S
D
-
―七
0
0
か
ら
、
「
参
河
国
幡
豆
郡
大
御
米
五
斗
」

と
記
す

0
-――
―
型
式
の
木
簡

(
1
6
,
5
)
が
出
土
し
て
い
る
。

(24)

こ
れ
と
は
別
に
、
進
上
状
で
荷
札
形
態
を
と
る
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
長
屋
王

家
木
簡
で
は
、
次
に
挙
げ
る
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

・
山
背
薗
司
解
進
上
（
中
略
）
右
四
種
持
人
。

・

奴
稲
万
呂
和
銅
五
年
十
一
月
八

H
国

足

。

（

京

194)
0
3
2
 

・
片
岡
進
上
骨
六
鮒
―
一

斗

束

在

。

(21
,
9
)
 0
3
2
 

持
丁
木
部
足
人

十
月
十
八
日
真
人

・
十
尺
束
駄
六
匹

•

西
店
交
易
進
近
志

(21_11
、
25
_
26)
0
3
2
 

+
―
一月

ロ

．
呂
五
百
隻

以
上
は
共
に

0
1
＝
二
型
式
で
あ
る
が
、
前
―
一
者
は
下
部
に
穴
も
穿
た
れ
て
お
り
、

機
能
的
に
は
荷
札
で
は
な
く
物
品
進
上
状
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
荷
札
（
付
札
）
の

形
は
し
て
い
る
が
、
諸
国
か
ら
の
貢
進
物
荷
札
と
は
明
ら
か
に
性
格
を
異
に
す
る

の
で
、
こ
こ
で
の
考
察
対
象
と
は
し
な
い
。

(25)

舘
野
和
己
「
律
令
制
の
成
立
と
木
簡
」
（
「木
簡
研
究
」
二
0
、
一
九
九
八
年
）
。

(26)

宮
1
,
337
、
12_16
、
15_12
、
19
_
21
、
2
2
9
3
0
i
3
2
、
24_26
、
31927
等
。
但

し
中
男
作
物
も
若
干
あ
る

(22922
、
24130)
。

(27)

別
に
「
遠
江
国
進
上
雑
魚
脂
五
斤
」
（
同
諷
）
と
記
す

0
1
―
型
式
の
も
の
が

あ
る
。

(28)

こ
の
時
期
は
丹
後
国

・
丹
波
国
が
分
立
し
て
お
り
、
海
の
な
い
丹
波
国
か
ら
の

若
海
藻
の
進
上
を
示
す
。
交
易
に
よ
っ
て
入
手
し
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
が
、

そ
れ
に
し
て
も
や
や
不
自
然
で
あ
る
。
丹
後
分
立
以
前
の
意
識
で
書
か
れ
た
も
の

か
と
思
わ
れ
る
。

(29)

別
に
、

と
記
す
も
の
が
あ
る
。
ち
な
み
に
屈
賀
は
郷
名
に
あ
る
が
、
「
屈
賀
前
」
は
海
藻

採
取
地
か
。
な
お
、
勝
浦
令
子
氏
は
贄
荷
札
の
里
名
記
載
を
採
取
地
記
載
と
み
る

（
「
律
令
制
下
贄
貢
納
の
変
遷
」
『
日
本
歴
史
」
―
―
―
五
二
、
一
九
七
七
年
、
一
―
七

頁）。

(30)

こ
の
け
か
同
様
の
記
載
が
あ
る
も
の
が
多
数
出
土
し
て
い
る
（
同
頁
及
び

31ー

31
等）。

(31)

同
様
の
記
載
が
他
に
も
み
え
る
（
同
1
ー

54
．
間）。

（
翌
こ
の
ほ
か
同
遺
跡
か
ら
は
「
進
上
」
の
語
は
な
い
が
、
郡
を
単
位
と
し
た
紫
草

貢
進
荷
札
が
多
数
出
土
し
て
い
る
。

(33)

な
お
、
以
下
の
例
と
よ
く
似
た
も
の
と
し
て
、
次
の
平
城
宮
東
院
南
方
東
二
坊

坊
間
路
西
側
溝
出
土
木
簡
が
あ
る
。

・
添
下
郡
進
米
十
石

•
六
月
十
九
日

(
8
_
4
)03
3
 

こ
れ
は

0
三
＿―
-
型
式
で
あ
る
が
、
個
別
の
俵
の
規
格
に
対
応
し
た
量
を
示
し
て

い
な
い
点
で
一
般
の
米
貢
進
荷
札
と
は
異
質
で
あ
る
。
し
か
し
、
注

(24)
で
述

(22935) 
0
3
1
 

天
平
九
年
一＿一月

伯
替
国
河
村
郡
屈
賀
前
海
藻
御
贄
太
五
斤
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長屋王家の経済甚盤と荷札木簡

べ
た
荷
札
形
を
し
た
物
品
進
上
状
と
す
る
こ
と
も
躊
躇
さ
れ
る
。
あ
え
て
い
え
ば
、

荷
札
と
進
上
状
の
混
交
し
た
様
式
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(34)

森
公
章
氏
は
、
閲
な
ど
に
注
目
し
て
郡
司
が
長
屋
王
家
の
御
田

・
御
薗
の
経
営

に
関
わ
っ
て
い
た
と
す
る
（
「
長
屋
王
家
木
簡
と
田
庄
の
経
営
」
皆
川
完
一
編

『
古
代
中
世
史
料
学
研
究
』
上
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
、
三
九
八
し
四
〇

―
一頁）。

(35)

亀
谷
弘
明
「
古
代
の
封
戸
と
交
通
」
（
「古
代
交
通
研
究
」
六
、
一
九
九
七
年
）
。

(36)

平
石
前
掲
注

(
9
)
論
文

(37)

こ
の
よ
う
な
貢
納
物
荷
札
に
お
け
る
、
米
、
贄
、
交
易
物
の
類
似
性
が
生
じ
る

理
由
の
一
っ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
が
在
地
に
蓄
積
さ
れ
た
稲
な
ど

を
財
源
と
し
て
貢
納
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
交
易
物
、
春
米
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、

諸
国
か
ら
貢
納
さ
れ
る
贄
に
つ
い
て
も
、
勝
浦
令
子
氏
は
、
そ
れ
を
採
取
す
る
労

働
に
正
税
が
支
給
さ
れ
た
り
、
ま
た
贄
そ
の
も
の
が
交
易
調
達
さ
れ
た
り
し
て
い

る
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
（
前
掲
注

(29)
論
文
）
。
長
屋
王
家
木
簡
に
点
数
は

―
一点
で
あ
る
が
「
交
易
贄
」
と
い
う
特
徴
的
な
表
記
が
み
ら
れ
る
こ
と

(21
_
29
、

京
438)
は
偶
然
で
は
な
い
と
思
わ
れ
、
贄
の
収
取
に
お
い
て
も
雑
係
を
用
い
う
る

公
戸
よ
り
も
、
こ
の
よ
う
な
封
戸
の
方
が
税
稲
に
よ
る
交
易
や
雇
傭
に
依
存
す
る

度
合
い
が
強
い
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

(38)

上
記
の
三
形
態
は
、
あ
く
ま
で
地
方
か
ら
中
央
へ
の
貢
進
意
識
形
態
の
違
い
に

即
し
た
機
能
的
な
分
類
で
あ
っ
て
、
同
じ
収
取
品
目
で
も
税
目
に
よ
っ
て
異
な
る

記
載
様
式
を
と
る
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
、
煮
堅
魚
と
い
う
同

一
品
目
が
、
同
じ

駿
河
国
塩
原
郡
か
ら
‘
―
つ
は
「
交
易
煮
堅
魚
御
贄
」
と
し
て

(22
9
22)
、
一
っ

は
「
調
煮
堅
魚
」

(22
9
23)
と
し
て
、
い
ず
れ
も
八
斤
五
両
出
さ
れ
て
い
る
と
い

う
例
が
あ
る
。
荷
札
の
記
載
様
式
は
、
前
者
は
⑱
型
、
後
者
は
囚
型
の
そ
れ
ぞ
れ

典
型
的
な
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
調
1
1
囚
、
贄
1
1
⑱
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
大
体
の
傾
向
と

し
て
は
そ
の
よ
う
に
み
て
よ
い
が
、
必
ず
し
も
固
定
的
に
は
捉
え
ら
れ
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
例
数
は
多
く
な
い
が
、
贄
に
も
個
人
名
を
有
す
る
も

の
が
あ
り
、
調
と
贄
に
つ
い
て
は
や
や
複
雑
な
事
情
を
勘
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
調
と
贄
と
は
一
部
互
換
可
能
で
あ
っ
た

こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
東
野
治
之
氏
は
、
志
摩
国
の
調
を
取
り
上
げ
て
、

調
を
贄
的
な
も
の
と
し
て
振
り
替
え
て
輸
納
す
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か

に
し
（
前
掲
注

(
7
)
論
文
）
、
鬼
頭
清
明
氏
は
「
調
贄
」
と
い
う
記
載
に
注
目

し
て
い
る
（
前
掲
注

(13)
書
、
第
三
章
第
一
節
）
。
ま
た
、
俣
野
好
治
氏
は
更

に
進
ん
で
調
と
贄
の
表
裏
一
体
と
し
て
の
性
格
を
論
じ
て
い
る
（
「
木
簡
に
み
る

八
世
紀
の
贄
と
調
」
『
新
し
い
歴
史
学
の
た
め
に
』
ニ
――
―
―
―
-
、
一
九
九
九
年
）
。

な
お
、
二
条
大
路
木
簡
に
も
「
御
調
御
贄
」

(24_29)
、
「
調
贄
」

(24130
、
31

131)
と
い
う
記
載
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
、
一
般
の
調
の
よ
う
に
個
人
名
ま

で
記
す
も
の
と
、

一
般
の
贄
の
よ
う
に
郡
名
ま
で
し
か
記
さ
な
い
も
の
と
の
両
方

が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
点
で
も
混
清
的
な
様
相
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

記
載
を
み
れ
ば
、
⑯
の
な
か
に
は
、
囚
の

一
部
が
郡
術
（
ま
た
は
国
術
）
レ
ベ
ル

で
振
り
替
え
ら
れ
た
も
の
が
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
の
場
合
、
振
り
替
え
輸
納
も
一
種
の
「
交
換
」
と
み
れ
ば
、
こ
の
点
か
ら
贄
と

交
易
物
と
の
親
近
性
を
説
明
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

(39)

寺
崎
保
広
「
長
屋
王
家
木
簡
郡
名
考
証
二
題
」
（
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
創

立
四

0
周
年
記
念
論
文
集

「文
化
財
論
叢
」

11
、
同
朋
舎
出
版
、
一
九
九
五
年
）

四
七
四
頁
、
亀
谷
前
掲
注

(35)
論
文
六
頁
。

(
4
0
)か
な
り
後
の
史
料
で
あ
る
が
、
天
喜
―
―-
（
1
0
五
五
）
•
四
年
「
若
狭
国
東
大

寺
封
米
結
解
（
念
慶
解
）
」
で
は
、
米
二
八
石
を
駄
ニ
―
匹
で
、
ま
た
米
九
石

一

斗
を
駄
九
匹
で
運
ば
せ
た
こ
と
が
み
え
る
（
『
平
安
遺
文
」
＝―_九

0
0
)
。

(41)

栄
原
永
遠
男
「
柚
井
遺
跡
出
土
の
木
簡
」
（
『
木
簡
研
究
」
二
、
一
九
八

0
年）、

同
「
柚
井
遺
跡
出
土
木
簡
の
再
検
討
」
（
同
八
、
一
九
八
六
年
）
。

(42)

「木
簡
が
語
る
古
代
の
い
わ
き
』
（
い
わ
き
市
教
育
委
員
会
、

―
一
五
ー
ニ
八
頁
。

一
九
九
六
年
）
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(43)

荒
井
秀
規
「
（
延
喜
雑
式
の
研
究
）
米
俵
条
」
（
「
延
喜
式
研
究
」
七、

二
年
）
。

(44)

澤
田
吾
一

「奈
良
朝
時
代
民
政
経
済
の
数
的
研
究
」
（冨
山
房
、
一

九
二
七
年
、

柏
書
房
、
一
九
七
二
年
復
刻
）
四
九
四
ー
五
頁
参
照
。

(45)

舘
野
和
己
「
長
屋
王
家
の
交
易
活
動
」
（
『
奈
良
古
代
史
論
集
」
三
、
真
陽
社
、

一
九
九
七
年
）
。

(46)

舘
野
和
己
「
畿
内
の
ミ
ヤ
ケ
・
ミ
タ
」
（
「新
版
古
代
の
日
本
」
五
、
角
川
書
店
、

一
九
九
二
年
）
、
森
前
掲
注

(34)
論
文
。

(47)

な
お
、
天
平
期
の
歴
史
的
意
義
を
広
く
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
吉
田
孝
「
律
令

国
家
の
諸
段
階
」
（
「
律
令
国
家
と
古
代
の
社
会
」
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
）
が

著
名
で
あ
る
が
、
本
稿
で
述
べ
た
事
柄
の
全
体
的
な
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
今
後

の
課
題
と
し
た
い
。

【
付
記
】

本
稿
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
報
告
を
も
と
に
し
て
い
る
が
、
当
日
時
間
の
都
合
で
割

愛
し
た
部
分
を
復
活
し
、
そ
の
後
の
知
見
に
よ
っ
て
付
け
加
え
た
部
分
が
あ
る
。
但
し
、

討
論
等
で
貴
重
な
ご
教
示
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
殆
ど
活
か
せ
な
か
っ
た
こ
と
は
お
詫

び
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
木
簡
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
使
用
、
写
真
閲
覧
に
つ
い
て
は
、

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
史
料
調
査
室
の
方
々
の
お
世
話
に
な
っ
た
。
末
箪
な
が
ら
厚

く
感
謝
し
た
い
。
な
お
本
稿
は
、
一
九
九
七
ー
八
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
基

盤
研
究
「
奈
良
•
平
安
時
代
の
都
市
を
中
心
と
し
た
消
費
と
手
工
業
生
産
に
関
す
る
研

究
」
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

一
九
九
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